
令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
【 総務企画課・税務会計課・議会事務局 】 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 9日（火） 15:11 ～ 15：34 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員 

（0名） 

出席職員 【特別職】 【議会事務局】 

（17名） 副村長 小澤 菜穂子 事務局長 近藤 綾子 

【総務企画課】 

課 長 石川 歳男 課長補佐 遠藤 有子 主 査 庄司 都志哉 

主 査 菅原 聡 主 査 相原 千里 主 査 畠山 友伴 

主 任 土佐林 学 主 任 太田 翼 主 事 夏井 健太 

【税務会計課】 

課 長  近藤 比成 主 査 宮田 文美 主 査 石川 猛 

主 事 佐藤 文美 

付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6 年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

議案第 50 号 令和 6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

発言者 発 言   要 旨 

（開会 15:11） 

近藤事務局長 ただいまから、令和 6 年度大潟村決算特別委員会を開催します。はじめに、

大潟村議会委員会条例第 8 条の規定により、委員長を選出していただきます。

なお、委員長の選出においては、同条例第 9 条の規定により、年長委員であり
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発言者 発 言   要 旨 

ます川渕委員に仮委員長をお願いいたします。 

川渕仮委員長 委員会条例にもとづき、私が仮委員長を務めることになりましたので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、令和 6年度大潟村決算特別委員会を開会いたします。 

 委員長の選出を行いたいと思いますが、申し合わせでは、各常任委員会の委

員長が 1年交替で特別委員会の委員長を務めることとなっております。 

今回もその申し合わせに則りまして、松雪照美総務福祉教育委員長にお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

【異議なしの声】 

川渕仮委員長 異議がないようですので、今回は松雪総務福祉教育委員長に決算特別委員長

をお願いいたします。 

それでは、松雪委員長よろしくお願いいたします。 

松雪委員長 ただいま決算特別委員長に選任されました松雪照美です。 

 この特別委員会がスムーズに運営されますよう、委員の皆様方からご協力を

頂きながら、委員会を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

はじめに、副委員長を選出したいと思いますが、選出方法はどのようにいた

しますか。 

【委員長に一任の声あり】 

松雪委員長 委員長に一任との声がありましたので、私から総務福祉教育委員会副委員長

の松橋委員を指名いたします。 

松橋副委員長、よろしくお願いいたします。 

 それでは、あらためまして、「令和 6年度大潟村決算特別委員会」を開会いた

します。 

ただいまの出席委員数は 11名であります。定足数に達しておりますので、本

委員会は成立いたしました。委員会の会議記録の作成については、当局にお願

いいたします。 

 なお、会議記録の署名は全委員にお願いいたしますので、会議録ができ次第、

署名をお願いいたします。 
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発言者 発 言   要 旨 

それでは、当特別委員会に付託された議案の審査に入ります。 

当委員会に付託された議案は、議案第 48号から議案第 50号です。 

審査は、総務部門から始まり、次に、福祉保健課部門、生活環境課部門、産

業振興課部門、教育委員会部門の順に審査し、最後に総括質疑を行った後、討

論、採決を行います。説明にあたっては、要領よく簡潔に、かつ明確に行うよ

うにお願いいたします。 

それでは、決算概要について、当局の説明を求めます。 

畠山主査 【資料に基づき説明】 

松雪委員長 休憩します。（15:33） 

再開します。（15:33） 

松雪委員長 本日の審議はこれまでとします。  

再開は、9月 11日木曜日の午前 9時とします。 

本日はこれにて散会いたします。 

(散会 15:34) 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
【 総務企画課・税務会計課・議会事務局 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 11日（木） 8:58 ～ 11:40 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11 名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【特別職】 【監査委員】 【議会事務局】 

（16 名） 副村長 小澤 菜穂子 代表監査委員 佐々木 秀樹 事務局長 近藤 綾子 

 【総務企画課】 

 課 長 石川 歳男 課長補佐 遠藤 有子 主 査 庄司 都志哉 

 主 査 菅原 聡 主 査 相原 千里 主 査 畠山 友伴 

 主 任 土佐林 学 主 任 太田 翼 主 事 夏井 健太 

 【税務会計課】 

 課 長   近藤 比成 主 査 宮田 文美 主 査 石川 猛 

 主 事 佐藤 文美     

 

付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

議案第 50 号 令和 6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

 

発言者 発   言   要   旨 

 
（開会 8:58） 

 

松雪委員長 9 日に引き続き、令和 6 年度大潟村決算特別委員会を再開いたします。ただ

いまの出席委員数は、11名であります。定足数に達しておりますので、この委

員会は成立いたします。本委員会の会議記録の作成については当局にお願いい
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発言者 発   言   要   旨 

たします。 

それでは、総務部門の一般会計歳入について当局の説明を求めます。 

 

庄司主査 

石川主査 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 当局の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

菅原(ア)委員  33ページの総務管理費補助金として、権限移譲推進交付金の内容はどのよう

なものでしょうか。  

それともう 1点ですが、42ページの延滞金加算金および過料が、52万 7,000

円とのことですが、金額等の大きなもので構わないので、どのような事例なの

か教えていただけますか。 

 

遠藤課長補佐 最初の質問の権限移譲推進交付金について、お答えいたします。 

こちらは市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づきまして、国、県か

ら権限移譲された事務の処理に伴う事務経費で県から権限移譲を受けている

114件のうち、39件に対する交付金です。 

具体的な事務処理内容としては民生児童委員の指揮監督や鳥獣捕獲許可証

の発行、自立支援医療所得確認等の事務に係る権限移譲となっております。 

 

石川主査  もう一点のご質問の42ページ20款諸収入のうちの延滞金の内訳についてで

すが、収入済額 52万 7,000円のうち 50万円については 1名の方から納付いた

だいている状況です。この 50 万円についてはかなり大きな金額ですが、固定

資産税の本税の滞納が長年続いていた時期に延滞金として加算された額が多

額に上っておりました。本人と面談を行い、本税の滞納については過去に解消

しております。延滞金については、分納の確約を書面で提出していただいて、

毎年度、50 万円納めていただくという誓約に基づき、納付いただいていると

ころです。 

なお、当初予算計上においては、目の性質上、存置の 1,000円としておりま

すが、毎年度の誓約に基づいて納めていただいておりますので、50 万円計上

となっている状況です。 

 

菅原(ア)委員 1点目の権限移譲交付金に関しては、今回初めての交付金ではなく、従来か

- 5 -



 

発言者 発   言   要   旨 

 

 

らのものとなるのでしょうか。 

 

遠藤課長補佐 従来より措置されている交付金です。 

 

菅原(ア)委員 それから、延滞金のことですが、毎年 50 万円という金額は、大きなものか

と思いますが、本人からきちんと納めていただいている中で、完納までの見通

しを教えていただけますか。 

 

石川主査  ご本人より、毎年窓口に直接納付のため来庁された際に、近況について確認

しております。そうした際に、経済的な状況で納付が困難だといった申し出が

あれば誓約の状況についても、当課としては相談対応可能ですが、現在のとこ

ろまずこの 50 万円という金額について、毎年度遅滞なく納めていただけてい

るという状況です。完納までには、もう数カ年要する予定となっております。 

 

菅原(史)委員 村民税の件ですが、先ほど石川さんから説明があったのですが、監査委員の

報告にも書いてあるとおり、調定や収入の処理誤り等と記載があるのですが、

ここに書いていることは非常に重い話でもあります。 

もう少し、かみ砕いて説明していただきたいと思います。 

また、県民税の按分計算というものは、他の市町村も同じ作業を行っている

かと思うのですが、作業そのものが複雑、煩雑だという話ならば、同様のミス

が発生してしまうようなものなのか、原因として考えられるものはどのような

ものでしょうか。 

 

近藤課長 ただいまの質問についてですが、まず誤りの金額としましては、調定額で約

175 万円、収入額が約 100 万円過大となっている状況です。誤りの内容につい

ては、昨年度から森林環境税が新たに追加されており、これについては県を経

由して国へ納めるもので、1 人当たり均等割に 1,000 円分増加した形で課税さ

れております。この部分の計算において、今までと計算が変わっており、その

計算をする際に、誤りに気付かないまま進めてしまっていたということがあり

ました。本来納めるべき額に関しては、途中で気づき修正対応していたのです

が、気づく以前までの分が修正できないまま収まっていたということが、一つ

の大きな要因となっております。それ以外にも毎月の精査がきちんとできてい

なかったことで、後日誤りに気づいて、都度修正するという作業が何度も行わ

れたということもありまして、こうしたものが重なってしまい、最終的に精査

しきれなかったということでございます。5 月で出納閉鎖となりますので、金
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発言者 発   言   要   旨 

額に関しては誤ったまま確定するという形を取らざるを得なかったというこ

とでございます。ただ、今後県との間で精算行為がありますので、そこで最終

的な精算額を確定のうえ、調整させていただければと思っております。 

 

菅原(史)委員 人的ミスは様々な要因が重なり、起こりうる話かとは思いますし、そのため

に DX 化などの取り組みも進めてきていることは理解しております。だからこ

そ、それがかなり煩雑な作業になっているのだとしたら、やはりこれは各市町

村でやっぱり統一的な作業となるよう、県の方と考えていかないと今後もそう

いったミスが出てきてしまう懸念もあります。 

今回のこの決算書は、調定誤りとか収入誤りとかいろいろあったと伺ったの

ですが、これはそれを全部反映させて出来たものと考えていいのでしょうか。

決算審査の時点で未だ原因が判明しない誤りがあったとの事ですが今回の数

字が違うとなると話がおかしくなってしまいますので確認します。 

 

近藤課長 まず、収入額に関しては実際入った金額としては合っているものになりま

す。ただ調定額に関しては、金額に誤りがありますので、調定と収入の差額が

本来正しい未納分ということになりますが、実際の未納分は今回挙がった数字

よりも少ない金額になります。次年度の滞納繰越分において、未納分の調定が

挙がってきますが、そこで正しい金額に調整させていただければと思っており

ます。また、業務が電算化してきている一方で、複雑化してきているというこ

ともあり、担当者が使いこなせてない側面もあるのが実態です。加えて担当者

の方でこれを理解して使いこなせたとしても、担当以外の者がチェックすると

いうところで理解が追いついてない面もあるというのは感じております。 

 

菅原(史)委員 そうしますと、収入済額についてはまずこれは合ってると、調定額について

は、まだ不明な点があるから、通常ですと調定額から収入済額を引いた収入未

済額が、滞納繰越分となるかと思いますが、必ずしもそうじゃないということ

ですね。今回、村県民税の部分だけなのか確認させてください。 

システムに関しては、複雑になってしまっているとの事ですが、これは各自

治体統一のシステム運用となっているものでしょうか。それが使いづらいな

ら、やはりその大元といろいろと話して、できるだけヒューマンエラーを拾え

るような形にしてもらうような要望も必要かと思いますが、考えを教えてくだ

さい。 

 

近藤課長 まず 1点目の金額の誤り部分ですが、村民税の部分のみになります。 

- 7 -



 

発言者 発   言   要   旨 

電子化に関しては、各自治体共通のシステムにはなりますけれども、担当者

がまず理解して、使いこなすということが前提になるかと思います。 

 

菅原(史)委員 確かに春先の異動等、いろいろ人事面でも大変だったとは思うのですが、ま

ず誰が悪いという話ではなく、課のみでなく、庁内全体で重要な話なので、そ

の部署に任せきりではなく考えていただきたいのですが、総務企画課長の考え

を伺います。 

 

石川課長 昨年来、職員の事務ミスで議会の皆様にご報告した案件がいくつかあり、今

回の件では、決算に関わる部分において監査委員からのご意見も載っておりま

す。 

税務会計課長から説明があった通り、システム事務の煩雑化という側面より

も今回の場合は職員の事務の理解が、追いついていなかったという部分があっ

たように感じております。 

職員の一人ひとりの業務量が過去に比べ、非常に多くなってきております。 

これは地方創生であったり、国の緊急の経済対策であったり、税制も頻繁に

変わるといったところへの理解がしっかりしてないという面もあるわけです

けども、その根底にあるのは一人ひとりの業務量が非常に増えてきたというと

ころがありますので、適正な職員数をいかに持っていくかということも含め

て、今庁内で検討を進めているところであります。 

また、近年病休あるいは働き方、ワークライフバランスの重要性もあって、

育児休業等も取るのが普通になってきておりますので、そういった状況で職員

の数が一時期欠けるといった対応もせざるを得ないというところで、こういっ

た社会の働き方の変化に対応できるように、職員の定数について、検討するこ

とが一つと、あとは職員が欠けた場合のバックアップ体制、村は一つひとつの

課が小さいわけですので、その課内だけで対応できないものについては、課を

超えて、前任者や経験者の応援であったりということで対応をしているところ

ですが、そこは万全の体制を敷いて取り組んでいきたいと考えておりますの

で、ご理解をいただければと思います。 

 

菅原(史)委員 まず全庁舎の中で、定数、定員も含めてなのですけど、やはり業務の負担割

合をきちんと把握することで、いろいろなミスというのも軽減される可能性は

あると思いますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。    

よろしくお願いします。 
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発言者 発   言   要   旨 

松本委員 総務費寄附金の企業版ふるさと納税寄附金についてですが、今回の 1 件 10

万円というのは、推移をみますと、令和 3年度で 1,610 万円、令和 4年度で 120

万円、令和 5年度も激減してきております。 

企業版ふるさと納税寄附金が制度としてできたのは、オリンピックのときだ

ったかと思います。 

今後企業版ふるさと納税を進めていくという中で、1 件しか実績がないとい

うことは、もう特に企業版ふるさと納税に力を入れてないものなのか、何かそ

れに付随する村としてのイベントで企業にお願いするものがないのか、企業版

ふるさと納税という制度がある以上、これを企業に対してお願いをする、これ

は寄附金としてお願いすることなので、様々な事情があると思いますが実績と

して激減していること、1 件しかないという現状をどう捉えているのか教えて

ください。 

 

太田主任 企業版ふるさと納税に関してですが令和 6年度の実績は委員のおっしゃると

おり、1件の実績になっております。 

令和 3年度、企業版ふるさと納税を始めた当初はやはり新しいということで

様々な企業から寄附をいただけていたのですが、同じ企業から繰り返し寄附を

いただくことはあまりなく、だんだんと件数自体は減ってきている状況になっ

ております。 

村としても企業版ふるさと納税制度がある以上、有効に活用していかなけれ

ばいけないと思いますので企業への呼びかけ等の対応は取っておりますが、実

際のところ伸びていかないというような状況になっております。 

 

松本委員 今後について新規案件を開拓していく、何かしらの方法というのを考えてお

りますか。 

 

石川課長 企業版ふるさと納税ですが担当から先ほど説明があった通り、機会を見て各

課あるいは村長が上京した際に、様々な方とお会いしておりますので、そうい

った折に大潟村の PR をしているのですが、やはり企業にとってのメリット感

が村に寄附をしても薄いということが一つあるのだろうと思います。 

松本委員がご指摘のとおり事業に対して、あるいは村づくりに対して、企業

版ふるさと納税をいただきたいというこちらのアピールが大切だろうと思い

ます。一つの貴重な財源ですので、その辺の組み立てについて、練り直しが必

要だろうと考えております。 
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三村委員 庁舎使用料が令和 5年度が 56万 5,144円で、令和 6年度が 47万 5,404円と

減っていますが、これはどういう理由によるものでしょうか。 

 

宮田主査 令和 5 年度は 1 年間通して株式会社オーリスが庁舎を使用しておりました

が、令和 6年度は途中で、新設した事務所に移動したということで、使用料が

減ったものです。 

 

黒瀬委員 23 ページの総務管理使用料および 41 ページの財産貸付収入についてです

が、財産調書の方で、5ページに旧特産品センターの土地が区分外になってお

り、普通財産になっているのですが、理由を教えてください。 

 

近藤課長 財産に関する調書 5ページの土地の決算年度中の増減高がプラスになってい

るという部分に関してかと思いますが、以前に普通財産に変更になっていたも

のの、財産台帳に載せられていなかったということで、今回から載せさせてい

ただいたというものでございます。 

 

黒瀬委員 これに関連して 2点、使用料と貸付収入に関してですが、おそらく財務規則

と行政財産の貸付に関する条例等に基づいての金額で出してると思うのです

が、近年諸々の物価上昇の中で、特に建物に関しては、相当修繕等にかかる経

費がかかり増ししているかと思います。 

今後修繕していくのであれば、台帳に載っている金額をベースとしたパーセ

ンテージになっている貸付料となるかと思うのですけれども、それが他の自治

体と比べてみても相当低いように見て取れます。 

実際、昨年度の主な施策のところで一部貸し付けている建物の修繕費等が上

がってますけども、到底その貸付で賄えていけるのかなという不安もあります

ので、貸付金額の見直し、特に建物に関してその点どのようにお考えか伺いま

す。 

 

近藤課長 建物の貸付等にかかる金額ということですが、現在条例規則に基づいたもの

で計算しております。固定資産の評価額などそういったものに基づいておりま

すけれども、変更できるかというところについては今後、検討をしたいと思い

ます。 

 

黒瀬委員 ぜひ検討していただければと思います。 
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三村委員 41ページの市民農園の土地貸付ですが、令和 5年のときに利用者から区画が

大きすぎるという声があったと伺いましたが、それはどのように検討されたで

しょうか。今回現場を見に行ったところ、使われていないところが草ぼうぼう

になっていて、せっかくの市民農園がもったいないなという感じがするのです

が、何とか利用してもらえるような方法がないかと思います。区画に関しては、

令和 5年度の決算の際に出てたかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

庄司主査 三村委員のご質問ですけれども 5年度の決算でも、利用人数利用区画数が減

少してきているということで、その要因の一つに区画が少し大きくて、使いづ

らいというような話もあるというご報告をさせていただきました。 

市民農園は、従来、空いてる区画に関しては利用者の方が管理してもらうよ

うにしていたのですが、近年空区画が多く、それも難しいということで、近年

は村の方で草刈りを委託しているのですけれども、頻繁に実施という対応もま

た難しく、タイミングによっては草が繁茂してるような時期も出てきてしまっ

ているので、やはり一番は利用人数を増やしたいというところであります。 

区画を分けるのも一つかと考えたのですが、どうしても縦長になってしま

い、横に分けると奥の人が使いづらいというようなところもあって、なかなか

難しい問題もあります。当面は、村営住宅が北や中央に増えてきておりますの

で、そういったところに入ってる方々などにも個別に案内を出すなどして、利

用者の確保を図っていきたいと考えているところです。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、決算概要並びに総務部門の一般会計歳入部分についての

質疑を終わります。 

 

松雪委員長 

 

休憩します。(10:09) 

再開します。(10:19) 

 

松雪委員長 

 

休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 

次に、総務部門の一般会計歳出部分について、当局の説明を求めます。 

 

近藤局長 【資料に基づき説明】 
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遠藤課長補佐 

土佐林主任 

庄司主査 

宮田主査 

太田主任 

夏井主事 

菅原主査 

石川主査 

 

 

松橋副委員長 73 ページのコンビニ交付サービス導入事業は、コンビニで各種証明書が取れ

るという事業だと思いますが、令和 6年度のコンビニ納付の利用実績について

教えてください。 

 

菅原主査 今、手元に資料がないので、後ほど回答いたします。 

 

松橋副委員長 令和 5年度と比較して増えたか減ったかというのも知りたいです。 

 

菅原主査 実施が令和 5年度末の令和 6年 3月からの導入ですので、令和 5年度との比

較は難しいと思います。 

 

大井委員 63ページの村づくり計画のことで、委託料の 660万円の使い道について、詳

細を教えてください。 

 

遠藤課長補佐 総合村づくり計画の委託料の内訳についてですが、主なものは研究員の人件

費です。総合村づくり計画のデータ分析やアンケート調査などを実施した他、

村民ワークショップや審議会の資料づくりや進行が委託内容となっておりま

す。その他にも、アンケート調査票の印刷に伴う費用もあります。 

 

大井委員 外部に委託しているという理解でよろしいでしょうか。 

 

遠藤課長補佐 株式会社ぎょうせい東北支社に委託しています。 

 

大井委員 委託期間について教えてください。 

 

遠藤課長補佐 こちらの総合村づくり計画は 2 ヶ年で策定する予定で、令和 6 年度、令和 7
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年度の 2ヶ年委託することになっております。 

 

大井委員 次に選挙関係の質問ですが、先日、村民の方からも意見がありまして、県立

大学に出張投票所を設置し、期日前投票できるようにしたら、学生の関心も高

まり、投票率も上がるのではないかという意見がありました。村としてそのよ

うな考えはないでしょうか。 

 

菅原主査 委員のおっしゃるとおり、村内に大学の寮がありますので、そちらに投票所

を設ければ投票率が上がるのではないかとの話は内部でも出ておりまして、人

員確保の課題はありますが、設置に向けて検討している段階です。 

 

大井委員 

 

いつから実施するか具体的に考えているでしょうか。 

菅原主査 何事もなければ今後しばらく選挙がありませんので、いつからという具体的

な話しにはなっていませんが、先日県からの調査があり、大学寮への投票所設

置について県とも相談をしておりまして、遠くない未来に実現する見通しでい

ます。 

 

大井委員 衆議院とかいつ解散になるかわかりませんので、なるべく早めの対応をお願

いします。 

 

菅原主査 先ほどの松橋委員からのコンビニ交付の利用実績に関する質問への回答で

すが、令和 6年度中全体で 333 件の利用実績があり、内訳としましては、住民

票の写しが 173 件、印鑑証明が 87 件、税の証明書が 19 件、戸籍が 40 件、戸

籍の附票写しが 14件という内訳になっております。 

 

黒瀬委員 65ページのマイタウンバスの運行事業についてですが、運転手の人員が足り

なくて減便になっているようですし、今後の運行に不安が残るのですが、協議

会の方で現在課題になっていることはありませんか。 

 

夏井主事 大潟村と八郎潟町、そして五城目町で地域公共交通活性化協議会を作って協

議しております。確かに運転手の不足によって減便の対応を取らなければなら

ないという事態が起こっておりますが、協議会ではそのことについては協議し

ておりません。 
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黒瀬委員 利用者から増便を求める要望は出ていませんか。もしくは、村からの要望や

意見は協議会に対して出していないのでしょうか。 

 

夏井主事 大潟村行きの 21 時の便については高校生等から復活の声があるものの、利

用者数がかなり少ないため、村から協議会に対して要望は出していません。 

 

黒瀬委員 少数意見だから切り捨てていいというわけではないと思いますので、村とし

て丁寧に要望するべきとも思いますので、丁寧な検討をお願いしたいです。 

 

石川課長 マイタウンバスの乗車総数は右肩下がりではありますが、3 町村共通の思い

として地域公共交通は継続したいと考えています。運転手の人員不足に加えて

乗車人数も減少しているなかで、どのように折り合いをつけて必要な便数を確

保していくかを継続して検討してまいります。 

 

黒瀬委員 ライドシェアですとか、協議会以外の公共交通についても考えていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

続きまして、企業版ふるさと納税の推進について、予算はあると思うのです

が、決算はどうだったのか教えていただきたいです。 

また、ポルダー婚活イベントについてどのような成果が出ているのかお聞か

せ願います。 

 

太田主任 1 点目の企業版ふるさと納税の予算についてですが、こちらについては、村

長が東京に上京して、企業に PR するというような特別旅費を予算措置してお

りましたけれども、単体で行うということはせず、他の業務と併せて実施して

きていましたので、令和 6年度の支出はありませんでした。 

 

夏井主事 2 点目のポルダー婚活事業に関しては、令和 6 年度婚活イベントを 5 回実施

しております。中止等はなく、予定通り開催しておりますが、規模は縮小して

おります。コロナ禍を経て大人数のイベントでなく、参加者のニーズに合わせ

た形で小規模のイベントを実施しております。 

 

黒瀬委員 成果や評価についてはいかがでしょうか。 

 

夏井主事 これまで様々なイベントを実施し、大潟村ポルダー結婚支援センター主催の

イベントで成婚されたのは 7組です。 
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黒瀬委員 同じく 67 ページで、情報発信者活動支援補助金と住まいづくり支援事業費

補助金について、実績の内訳を教えてください。 

また、情報発信者に関しては、活動内容を教えていただければと思います。 

 

太田主任 まず住まいづくり支援事業費補助金についてご説明させていただきます。主

要な施策の資料にもありますとおり、令和 6年度の実績としましては、宅地購

入型補助金が 1件 100万円、持ち家リフォームに関する補助金が 2件 92万 7,000

円の交付を行っております。 

次に、情報発信者活動支援補助金については 2 件ございまして、1 件目が水

上スキーの振興に関わる活動として 10 万円、もう 1 件が彫刻の展示会出展に

伴う費用としまして 10万円、合計 2件 20万円の支出となっております。 

 

黒瀬委員 69 ページの大学等との包括連携協定事業のフィールドワーク交流活動事業

費補助金について、こちらの件数と内訳を教えていただければと思います。 

もう一点、55ページの負担金補助及び交付金の提言・実践首長会負担金、内

外情勢調査会負担金、秋田さきがけ政経懇話会負担金について、会の内容は分

かりますが、実際どのような形で村が参加しているのか実績等を教えてくださ

い。 

 

畠山主査 大学等との包括連携協定事業のフィールドワーク･交流活動事業費補助金の

実績については、令和 6年度東京農業大学 1 件 23 万 4,000 円となっておりま

す。活動の内容としましては、大潟村の成り立ちや取り組みについて、東京農

業大学の学生が実際に大潟村を訪れて農家や企業と意見交換して、文化祭で企

画展として発表し、文化祭が終わってから、その際に展示したパネルを持って

きていただいて干拓博物館で特別展示を行ったという実績がございます。その

特別展示については、広報等で周知しております。 

 

遠藤課長補佐 提言･実践首長会負担金については、地域主導の地域作りや現場の声に基づ

く地方分権を目指して、全国多くの首長が入会し、勉強会や意見交換を行って

いるものです。 

内外情勢調査会負担金については、全国の企業経営者や官公庁の代表者が加

入しております。講演活動を通じて国内外の諸情勢を情報共有できる団体でご

ざいます。全国懇談会等秋田県支部での意見交換会、支部交換会がありまして

年間 10 回ほどの講演会が開催されております。最近はオンライン講演も多く、
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村長もできる限り出席しております。 

秋田さきがけ政経懇話会については副村長が会員として参加しております。

月 1回程度秋田市で定例会が開催されており、専門家を招いて様々なテーマで

講演会を行っており、こちらについても都合がつけば参加しています。 

 

黒瀬委員 都合がつけばということですが、オンラインも含めて有効活用されていれば

いいのですが、出席状況はどうでしょうか。 

また、フィールドワーク交流活動事業について、昨年度実績 1件ということ

で包括連携協定を結んでいる大学が対象だったと思いますが、フィールドワー

クが増えてきていると思いますので、今後、対象を包括連携協定に限らずにす

るとか、逆にこの事業を連携協定に繋げるといったことなども考えていったら

いいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

遠藤課長補佐 出席回数については、今、手持ちの資料がございませんので、後ほど正確な

回数についてお答えいたします。 

 

石川課長 フィールドワークの今後についてですが、これをきっかけにいろんな広がり

があるという可能性もありますので、検討していきたいと思います。 

 

三村委員 57 ページの大潟村創立 60 周年記念特別番組制作費は放送局から話があり補

正があったかと思いますが番組をみてどうだったかなと感じました。費用対効

果としてはどのように考えられているのでしょうか。 

 

土佐林主任 特別番組につきまして費用対効果の分析は出来ていませんが、出演してくだ

さった鈴木絢音さんにつきましては SNS の登録者数も数万人ということで影

響力がありますし、視聴率は放送時間帯における秋田県の世帯視聴率としては

1位だったということで、一定の効果や影響があったと考えております。また

番組と連携して観光マップを作成したり、鈴木さんの SNSで発信をしていただ

いたりして知名度の向上への効果もあったのではないかと考えております。 

 

三村委員 総合村づくり計画の監査報告の意見についてはどのように考えられている

のでしょうか。 

 

遠藤課長補佐 監査の指摘にもありましたように、1 者随契の理由としましては、総合村づ

くり計画はまず村の最上位計画であり、各種の個別政策計画との整合性が求め
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られるものです。これまで第 2期総合村づくり後期計画や、公共施設等総合管

理計画、介護保険事業計画、障害福祉計画、自殺対策計画、子ども子育て支援

事業計画などに携わった実績により、村の人口推移や就業構造、地域経済状況

と村の現状や課題に対応した各種施策の方針を適切に理解しており、計画策定

に係る方法や他分野の計画に関する専門知識と基礎知識を保有しております。

受託業者に、村の実態や地域特性や政策内容等をまず理解してもらうというプ

ロセスが必要になりますが、そのプロセスが唯一不要な業者でございます。特

に村づくり後期計画を策定したときのバックデータを全て有していることか

ら、直近データのみを集約するだけで新たな現況把握のための資料収集や調査

は不要であります。このことから多くの業務負担が発生せず、保有しているデ

ータを最大限活用することにより、研究員の作業時間が短縮されることで、人

件費、委託料が削減されます。また、自治体の個別計画に携わっている実績や、

先進的なまちづくり事例に関する図書の発行を通して、多角的視点からの情報

の提供を期待できる他、今回、村づくりワークショップも行いましたがそれら

の進行も慣れております。事前情報の抽出や整理が効率よく実施できることを

総合的に考えまして、随意契約としたものでございます。 

 

石川課長 補足ですが、遠藤が説明したとおり、事業者の優位性を認識した上で判断し

ましたが、監査委員の意見として契約手続きにおいて経済性、公平性の十分な

検討を望むということでありますので、今回のようなケースについて、必ずし

も価格競争だけではなくて、その事業者の優位性が判断できるようなプロセ

ス、例えばプロポーザルなど、一定の手続きを踏み、公平公正な透明性の高い

契約事務を進めるように今後努めてまいりたいと思います。 

 

菅原(史)委員 67ページ地域おこし協力隊事業は国から特別交付税がくるものですか。歳入

部分はどの部分になるのでしょうか。この事業の 2,384万円の金額のうち、ど

のくらいの割合が入ってくるのか教えてください。もう一点、令和 6 年度は 6

名ということですが、それぞれ行っている仕事と何年目かということも教えて

ください。また、3 年が基本的な任期だと思いますが、それ以降の意向を把握

出来ているのかを含めてお願いします。 

 

庄司主査 地域おこし協力隊事業に関しては特別交付税の措置がございます。歳入の 21

ページ、10款地方交付税 2節特別交付税の中に含まれております。基本的には

上限がありますが全額措置されているものと認識しております。後ほど金額に

ついてはお答えさせていただければと思います。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

太田主任 隊員の状況についてご説明いたします。令和 3年 10 月に、活動開始した者

が 1名おります。年度の途中で育休を挟んでおりますので、そちらの期間を除

いて 3年間ということで現在も任期中となっております。令和 5年 4月からが

1 名、令和 5 年 11 月からが 1 名、令和 6 年 4 月からが 3 名の状況となってお

り、令和 6年度時点で活動中の 6名となっております。今年度末で任期が切れ

る者が 2名おり、その方たち含めて今後について話しをさせていただいており

ます。それぞれ考えているビジョンがあり、2人とも大潟村への定住を希望し

ているので、支援できるところは支援していきたいと考えております。 

 

菅原(史)委員 定住はありがたいことですし、色々な部分でフォローをしてもらえればと思

います。 

69 ページ子どもの遊び場創生事業はオーデンパークのことでしょうか。利用

状況や人数は分からないと思いますが、周りの評価等どのような感じでしょう

か。時間帯によるかもしれませんが、遊んでいる子供もあまり見受けられず、

遊具はあるが殺風景に感じています。また管理は委託していますか。 

 

太田主任 令和 6年度には遊具を 2つ配置いたしました。利用者数や利用状況は把握で

きておりませんが、多世代の低学年から高学年まで一緒に遊べる場として一定

の評価を受けていると認識しております。管理はシルバーに委託し、草刈り等

をお願いしています。菅原委員のご指摘のとおり、まだ遊具を置けるスペース

自体はあると思っております。令和 7年度につきましては新規の遊具設置の予

算などはとっていない状況ですが、今後も村民の要望を聞きながら必要であれ

ば追加で整備ということも考えてまいります。 

 

菅原(史)委員 村民の認知度についてもどのくらいあるのか分からないということもあり

ます。村民への働きかけを含め、利用しやすくした方が良いかと思います。 

 

石川課長  遊具の設置だけでは、なかなか利用の頻度が高まらないかと思います。こち

らから人が集えるような仕掛けをやっていけるかどうかその辺も考えながら、

活用度を上げるように考えて参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

大井委員  旅費の規定は総務の方で発案されるということですか。聞きたいのは、前に

勤めていた団体だと出張の交通費は定額で、宿泊費と日当が決まっていまし

た。交通費は実費で精算されて、宿泊費と日当は定額があらかじめ決められて
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発言者 発   言   要   旨 

行くと思いますが、昨今、物価高が進み、旅費も実際に変更したり、金額を変

えたり対処していますか。現状の日当の金額も教えていただければと思いま

す。 

 

遠藤課長補佐 県外出張についてご説明いたします。村は交通費は実費となっており、職員

の申し出により支払いしております。宿泊費については 13,100 円の定額、他

に日当が 2,200円となっております。 

しかし昨今、宿泊料が増額傾向にあることから、国はこれまで定額としてき

た宿泊料について、宿泊地に応じて上限額を定めて実費支給にするという旅費

規定の改正を令和 7年 4月 1日から施行しております。 

村も、昨年あたりは土日祝日や宿泊地等によっては、定額宿泊料におさまら

ないというケースが発生し、定額宿泊料を超えた部分は自己負担で支払うとい

うことで対応していました。しかし、今回の国の旅費規定の改正に伴い、国の

規定全ての項目に準じたわけではありませんが、基本は 13,100 円の定額宿泊

料とはするものの、その額を超えた部分は、国の上限額 19,000 円までは実費

で支給することに、村規定を今年度から改正しております。その場合、あらか

じめ事前に総務企画課と相談の上、旅費を支給することとしております。 

 

大井委員  13,100 円を超える場合は実費で、上限が 19,000 円、都内の場合となると行

くたびにオーバーしたらまた精算となり手間が増えるので、規定を変えるのか

金額を変えるのか、手間のかからないやり方で今後考えてほしいです。 

 

石川課長  旅費規定については条例に基づいております。現在の村の条例は県と同じや

り方としています。国はいち早く実費支給方式に変えています。村は従来通り、

基本は定額支給で、一部実費支給になっております。定額支給で支払精算事務

の簡素化を図ってきておりますけどもご承知の通り昨今の物価高で追いつい

てないという部分があるので、今後県の条例改正等あるいは周辺市町の状況を

見ながら対応させていただきたいと思います。 

 

大井委員  手間などの問題ないのでしょうか 

 

石川課長  旅費の場合は必ず精算という行為が必要になりますので、そのような部分を

考えて検討していければと思います。 

 

川渕委員  69ページのポルダー婚活支援センター補助金ですが、毎日田んぼに出ると非
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発言者 発   言   要   旨 

常に大潟村の場合は男女の出会いの場が少ないと思います。その中でこの事業

は本当にありがたいと思いますが、2，3年くらいの間に何組の方にご縁があり

ましたか。 

 

夏井主事  ここ 2，3 年のイベントを通じた成婚数は 1組となっております。 

 

松雪委員長 他にございますか。 

では先ほどの菅原史夫委員からの特別交付税の質問について回答をお願い

します。 

 

庄司主査  菅原史夫委員からの地域おこし協力隊に対する交付税について、特別交付税

に全額交付されております。歳入の 21 ページの 1 億 2,155 万 6,000 円の中に

含まれております。地域おこし協力隊に関する交付税は上限がございますが、

その範囲内で事業を推進しているところです。また報酬以外ですと募集に係る

経費、協力隊員が使用する車両のリース料、住宅の家賃も交付対象経費に含ま

れております。 

 

菅原(史)委員 地域おこし協力隊事業 2,384万 5,354円は特別交付税の 1億 2,000万円に入

っているという理解でよろしいですか。特別交付税でその内訳はもちろんわか

るようにはなっていますか。 

 

庄司主査 算定の内訳につきまして、特別交付税は 12 月と 3 月に交付され、それぞれ

県から示されておりますので、わかるようになっております。 

 

菅原(史)委員  ちなみに上限というのは一人あたりどれくらいでしょうか。報酬等に関して

は上限内である程度、調整できるというような理解でよろしいでしょうか。 

 

太田主任 1 人当たりの上限になりますが、令和 6 年度時点だと 520 万円になります。

内訳としましては報償費等が 320万円でその他の活動経費が 200万円です。区

分をこえての流用は出来ませんが、合計して 520万円というような状況になっ

ております。 

 

松雪委員長 休憩します。 (11：38） 

再開します。 (11：40） 
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発言者 発   言   要   旨 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、総務部門の一般会計歳出部分についての質疑を終わりま

す。 

以上で総務部門についての質疑を終わります。 

 休憩します。(11：40） 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
 【 福祉保健課 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 11日（木）13:28～14:50 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【特別職】 【監査委員】 【議会事務局】 

（13名） 副村長 小澤 菜穂子 代表監査委員 佐々木秀樹 事務局長 近藤 綾子 

 【福祉保健課】 

 課 長 北嶋 学 課長補佐 進藤 智哉 主 査 池田 龍成 

 主 任 角田 伸代 主 事 宍戸 朱希子  主 事 安田 麻鈴 

 主 事 佐藤 佑樹     

 【保健センター】 【診療所】 【包括支援センター】 

 主 事 佐藤 香恵 技 師 伊藤 茂美 保健師 近藤 幸希 

 【総務企画課】     

 課長補佐 遠藤 有子     

 

付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6 年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

議案第 50 号 令和 6 年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認

定について 

 

発言者 発   言   要   旨 

松雪委員長 再開します。（13:28） 

 

松雪委員長 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 

はじめに、午前中の答弁保留となっていた件について、当局よりお願いしま
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発言者 発   言   要   旨 

す。 

 

遠藤課長補佐 提言･実践首長会等の開催回数と参加した回数についてご質問がありました

のでお答えいたします。 

提言･実践首長会につきましては年 2 回の開催のうち令和 6 年度の実績とし

ては 1回参加しております。こちらは Zoomでの参加でございました。 

内外情勢調査会につきましては、10 回開催されたうち 5 回村長が参加して

おります。 

次に 56ページの秋田さきがけ政経懇話会につきましては、12回開催された

うち 8回の参加となっております。以上です。 

 

松雪委員長  ここからは福祉保健課部門の審査を行いますが、福祉保健課の担当する部門

には、一般会計と特別会計の両方が含まれております。 

初めに一般会計の審査を行い、その後、特別会計の審査を順次行います。 

では、福祉保健課部門の審査を行います。 

一般会計歳入部分について当局の説明を求めます。 

 

進藤課長補佐 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長  当局の説明が終わりましたので、歳入部分について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

菅原(史)委員 

 

35 ページの県補助金の福祉医療費補助金ですけど、マル福だと思うんです

けど、村は県に先駆けて高校生までの拡大を何年か前にしたんですけど、それ

までは村単独で村の財源であったと思いますが、こちらは県も高校生まで福祉

医療費が拡大し、この部分の村の負担というのはどのような感じになるんでし

ょう。 

 

宍戸主事 県では、令和 6年度の 8月に要綱改正し、高校生まで拡充しております。 

県が 2分の 1、村も 2分の 1の負担となっております。 

 

菅原(史)委員 令和 6年 8月からということですけど、村の負担はそれまでと比べて減った

という理解でいいんですよね。 

今まででも村は高校生までマル福を負担してたんですよね。それまでは県は

中学校までの負担だったと。それが去年の 8月から県も高校生までに範囲を拡
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発言者 発   言   要   旨 

大したということで、2分の 1 だとなんか負担が増えてるような感じするんで

すけど違いますか。 

 

北嶋課長 整理させていただきますと、県の方が村より 1年遅れて高校生まで対象とし

たかと思います。それを考えれば、村の負担は減ったと考えております。 

 

菅原(史)委員 今まで、県は中学生までは 2分の 1ずつ負担していて、高校生については村

だけが負担したと。 

それが、高校生の部分も 2分の 1県も負担しますよっていうことに、去年の

8月になりました、というような理解でよろしいんですか。 

 

北嶋課長 

 

お見込みの通りです。 

 

菅原(史)委員 

 

決算書で、当初の予算より調定額と収入済額も増えているのは、県が 6年の

8 月からそういう対応になったから、その分増えたという理解でよろしいです

か。 

 

宍戸主事 

 

その通りです。 

 

松本委員 2点ほどお伺いします。 

25 ページの総務手数料、戸籍住民基本台帳手数料がかなり上がったと思う

んすけど、特別な何かがあったんでしょうか。 

 

角田主任 戸籍住民基本台帳手数料が予算額より調定額収入済額ともに増額した理由

になるんですけれども、令和 6年 3月に戸籍法の改正が入りまして、どこの市

区町村でも全国の戸籍が取れる戸籍の広域交付制度が始まりました。 

そのため亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍の請求が窓口

で 1 本でできる、いろんな市町村に行かなくてもできるという形になったの

で、戸籍の発行部数が大幅に増になりまして手数料の方が増額になっておりま

す。 

また、コンビニ交付の開始に伴いまして、コンビニの方で発行手数料がかか

る等の理由により、手数料条例の改正をかけまして、住民票・印鑑証明等の発

行手数料を 150円から 200円に増額しております。 

 

松本委員 34、35 ページですね。保健衛生費県補助金、保健センター費補助金で、地域
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発言者 発   言   要   旨 

自殺対策強化事業費補助金が去年よりかなり減額していて、昨年だと 220万ぐ

らいあったんですけど、今年は 81 万ということで何か特別、県の対策が変わ

ったのか。何かあったのか。 

それとも何か特別な事業が縮小がされたのかお聞かせください。 

 

北嶋課長 保健センターに確認させていただければと思いますので、後で回答させてい

ただきます。 

 

松雪委員長 他に質疑ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長  ないようですので、福祉保健課部門の一般会計歳入部分についての質疑を

終わります。 

続いて、福祉保健課部門の一般会計歳出部分について、当局の説明を求めま

す。 

 

進藤課長補佐 

池田主査 

角田主任 

宍戸主事 

安田主事 

佐藤(佑)主事 

佐藤(香)主事 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長  当局の説明が終わりましたので、福祉保健課部門の一般会計歳出部分につ

いて質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

佐藤(香)主事 先ほどの菅原委員の歳入に関するご質問にお答えします。 

地域自殺対策強化事業費補助金が前年度よりも大幅に減っている理由につ

いてですが、5年度は第 2 期大潟村自殺対策計画の改定がありまして、それに

伴う補助金があったため 5年度は多くなっております。 

6年度のこの 81万円に関しては平年通りの金額になっております。 

 

大井委員 89 ページの高齢者の運転寿命延伸プロジェクト運営業務委託料なんですけ

- 25 -



 

発言者 発   言   要   旨 

ど、実際に、免許返納してる人が増えたとか減ったとか、そういったデータは

ありますか。 

このプロジェクトの効果というものは、どんな形で出るのでしょうか。 

 

近藤保健師 高齢者の運転寿命延伸プロジェクトですが、免許返納については警察での

数の把握になるためこちらでは数の把握はできておりません。 

 

大井委員 このプロジェクトの内容は運転シミュレーターを使ったりとか、そういった

内容なんでしょうか。また、年に何回かある感じでしょうか。 

 

近藤保健師 プロジェクトの内容としましては、生涯にわたり安全に自動車運転免許を持

ち続けるための仕組み作りというところで、村民の自律的な運動の継続、ある

いは免許返納を支援するということについて検討している段階です。 

現在の具体的な取り組みとしましては、自動車シミュレーターを導入して、

随時対応できるようにしており、認知反応検査などの運転技術の練習及び評価

が行うことができます。 

令和 6 年度は延べ 79 人の方が体験されています。令和 6 年度はシミュレー

ターの体験でしたが、今年度は高齢ドライバーの安全運転をテーマに JAFから

の講話と実車訓練を実施して、継続して取り組みを進めています。 

 

大井委員 シミュレーターは村にあって、年間 17 万 5,560 円で借りていて、いつでも

使えるという感じになっているという理解ですよね。 

実際に現場でやってみて、体験者の感想とかそういうのがあれば聞かせて

もらいたいです。 

 

近藤保健師 シミュレーターはふれあい健康館の方に常設してます。いつでも体験できま

すが、職員がいないと操作が難しいため予約制にしております。 

４つの項目があるんですけれども、認知症の専門医の先生やプロジェクト内

での話し合いで、とりあえず、認知反応検査という信号の色に対するペダル操

作をする認知反応検査を行っているところです。 

体験される方は、しっかりできている方が大半で、改めて、画面に示される

信号の色を見て反射するっていう体験が、日頃の運転にも繋がるというのが、

評価というよりも、自動車運転技術の練習みたいな形になっていてよかったと

いう反応をいただいています。 
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大井委員 高齢者の運転になると危ないからやめて欲しいとかっていう意見もいろい

ろあったりするんですけど、こういう地方になると行動範囲が狭まっちゃうと

余計に認知症が進んでしまうとか、そういうふうなジレンマもあったりする中

で、なるべく運転寿命が延びるには越した事はないと思うんですけど、やはり、

ちょっと危ないなという人に対しては、注意が必要とか、返納を考えた方がい

いとかの指導も考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

近藤保健師 今後、免許返納の支援に繋がるような取り組みにも繋げていけたらと思いま

す。 

 

北嶋課長 補足させていただきますと、このプロジェクトには緑ヶ丘病院の先生や秋大

の先生にも加わっていただいております。 

先ほどの反射テストですとか、そういったデータ等を判断していただいて、

そちらに誘導することもできるかなと。判断してもらえるようなプロジェク

トにはなってるのかなというふうには思っております。 

 

菅原(ア)委員 105ページの帯状疱疹予防接種扶助費として 131万円示されております。 

133件の対象になってるわけで、6年度の新規事業として補助対象になった

わけですが、村全体の 65歳以上が確か対象者だと思うんですが、その人数に

対して、この初年度の 133件というのは、率にして何%ぐらいの方が受診され

たというふうにみてるでしょうか。 

 

佐藤(香)主事 率は計算していないんですが、令和 6 年度帯状疱疹の実績は生ワクチンが 5

名、不活化ワクチンが 71名となっております。 

65歳以上の接種率を確認して後ほどお伝えいたします。 

 

菅原(ア)委員 罹患すれば大変な痛みを伴って症状も重いということで、皆さんそういう

意識のもとで受診されてると思うんですが、もちろんこれは個人の判断です

ので、村で推奨するとか、いろんな広報とかでも示されていますけれども、初

年度にしては、この 133件、先ほど 71名と 5名と言いましたが、どういう件

数で 133件となってるんでしょうか。 

 

佐藤(香)主事 不活化ワクチンに関しては 1人 2回接種になります。 

それで年度を跨いだ方もいらっしゃったりして、合わないような数字にな

っております。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

菅原(ア)委員 2種類あるんですよね。 

1回と 2回とそういう意味での 133 件ということで、金額も 131万ってなっ

てるので合わないなとは思ったんですが、その 2種類に関しての件数というこ

となんですね。わかりました。 

65 歳以上の対象年齢に対する 133 件の割合も後でお知らせいただければあ

りがたいです。 

 

齋藤委員 87 ページの一番下に冬季バス乗降介助業務委託料がございますが、業務内

容と委託先を教えていただきたいと思います。 

 

池田主査 冬季バス乗降介助の方は、委託先はシルバー人材センターと婦人会になっ

ております。 

 

松雪委員長 休憩します。（14:26） 

再開します。（14:27） 

 

池田主査 

 

先ほどの発言を訂正させてください。 

冬季バスの乗降介助の委託先はシルバー人材センターとふれあいネットぬ

くもりでございます。 

この事業の業務の中身については、村内の巡回バスに同乗していただいて、

乗り降りの際の介助をしていただくというものでございます。 

 

齋藤委員 その期間ということ何月から何月っていうのがあると思うんですが、いつ

の期間ですか。 

 

池田主査 確認して、お答えいたします。 

 

松橋副委員長 105 ページのネウボラ事業についてなんですけども、令和 6 年度のネウボラ

事業の利用実績というのは、相談件数で管理されてるのか、家事支援業務とあ

りますけど、どういった形で実績を管理されてるのかも含めて、実績を教えて

いただきたいです。 

 

佐藤(香)主事 現在、ネウボラ事業は村に在住の助産師の方に訪問してもらっているもの

と、外部の委託業者に依頼しているものになっております。 
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令和 6 年度の実績についてですが、村在住の助産師さんにお願いしている

産後ケアの利用者数は 1 名で、外部の業者に委託している訪問支援という家

事支援のことなんですけれども、それは 6名利用しております。 

 

松橋副委員長 子供の数などによって変動はあるかと思うんですけども、これは見込みに対

して多いのか少ないのか。 

あるいは前年度から比べて利用が増えているのか増えていないのか、そう

いったところはどうなってますか。 

 

佐藤(香)主事 令和 3年度から統計をとっているんですが、令和 5年度は産後ケア利用人数

は 4名で、今年は 1名ですので、減っていることになります。 

家事支援の方は、昨年は 5名で今年 6名ですので、増えております。 

こちらに関しては利用されるお母さんやご家庭の考え方によって、支援が必

要な方が多ければ支援回数は多いですし、常に一定にはいかず、毎年そのご家

庭の考え方によって利用回数が変わるというふうになっています。 

 

松橋副委員長 数字もそもそもあまり大きくないですけど、どうやったらもっと相談しやす

いかとか、どうやったらもっと使いやすいかということを積極的に周知してい

くっていうよりは、どちらかというと考え方もあるでしょうから、減った増え

たって言っても 1桁台なので、そんな大きな変動ではないと思うんですけど、

考え方を尊重して、このぐらいかなっていうふうに見ておられるのか、その辺

はどのように考えてますか。 

今後、もっと実績が増えるように働きかけていきたいのか、こんなもんかな

っていうふうに捉えられているのか。 

 

佐藤(香)主事 お子さんが生まれたご家庭には当センターの保健師が必ず、お宅に訪問さ

せていただき、こういう支援がありますっていうことは伝えております。伝え

ている上で、利用するかしないかは、そのご家庭の考えになっております。 

 

池田主査 先ほど齋藤委員からご質問いただいた冬季のバスの介助に関して、いつから

いつまでの期間かというご質問に対して、お答えいたします。 

12月 1日から翌年 3月 31日までが例年の契約期間となっておりまして、今

年度もこの期間で契約を 11月にする予定となっております。 

 

黒瀬委員 97 ページの潟っ子 Babyギフト事業、その他子育て世帯支援等もあるかと思
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発言者 発   言   要   旨 

うんですけれども、まず令和 6年度の出生者数がどの程度かという話と、先ほ

ども保健師が出産後に訪問してっていうお話だったんですけれども、助産師の

オムツ宅配業務等もやられておると思うんですけど、生まれた方全員フォロー

できているということでよろしいんでしょうか。 

例えば、健診受けられてないとか、そういうのがあったりするのかなと思っ

たもので、教えていただければと思います。 

 

池田主査 近年の出生数ということでございましたが、過去 3ヶ年度申しますと、令和

4年度に 9名、令和 5年度に 12名、令和 6年度に 14名、これは村に提出のあ

った出生届の件数となっております。 

そして、２つ目のご質問の助産師オムツ宅配業務につきましては、妊婦さん

が出産されますと一定期間内に保健センターに来て様々な手続きをするわけ

ですけども、生まれると同時に委託契約を結んでいる助産師の方が月に一度、

オムツを希望したオムツを持って、お宅を拝見して具合はどうですか。眠れて

ますか。などといったことを相談に乗ったりしながら配達をしております。 

村に出生届を提出した方で、村に住所をそのまま有している方に対しては、

100%訪問できているという状況です。 

 

黒瀬委員 103 ページの人間ドック脳ドック助成事業なんですけれども、こちらの実績

件数等を教えていただけますか。 

また、委託料とこの扶助費の違いっていうのはどういう形になるのか、ちょ

っとその辺りを教えていただければと思います。 

 

佐藤(香)主事 人間ドック脳ドック助成事業について、令和 6年度の人間ドックの受診者数

は 50名となっております。脳ドックは 45名となっております。 

委託料の方は病院さんに払う金額になっており、扶助費は契約外の医療機関

で受けた場合のお金になっております。 

 

黒瀬委員 今の件数に関しては、扶助費も委託料も契約先含めて全部まとめてというこ

とでいいでしょうか。 

あと、これ予算内に収まってんのかなと思うんですけども、これは希望者が

全員受けているという理解でよろしいでしょうか。 

 

佐藤(香)主事 希望者は全員受けております。 
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菅原(史)委員 基本的な考え方をお聞かせ願いたいんですけど、97 ページの児童福祉総務

費の中の潟っ子 Babyギフト事業と子育て世帯支援事業がありますよね。 

105 ページのネウボラ事業は、設立当時は肝いりで北欧の子育ての相談窓口、

切れ目ない子育て支援ということでやったと思うんですが、事業としては助産

師の相談と家事支援のそれのみ、みたいな感じで広報でもネウボラネウボラっ

て出てきたと思うんですけど、なかなかその事業の濃さが見えてこないので、

先ほど言った、潟っ子 Baby とか子育て世帯支援事業っていうのは、ネウボラ

事業の一環で考えてもいいんじゃないかななんて思ったり、ずっとしたんです

けど、決算は関係ないかもしれないですけど、来年度に向けての考え方も含め

て、相談の幅も広がってくるような感じがするので、そこの考え方をお聞かせ

願えればと思います。 

 

池田主査 まず先に、潟っ子 Baby ギフト事業と子育て世帯支援事業について中身を確

認させてください。 

潟っ子 Baby ギフト事業は、国、県の給付金と村の給付金を合わせて一括で

村が窓口となって受け付けて支給する経済的な支援事業という形になります。 

そして子育て支援事業に関しては、オムツ等を助産師が配達する事業とチャ

イルドシートの購入費補助、そしてゴミ袋の扶助事業の３つになっておりま

す。 

実際の相談に関しては、やはりネウボラの方にほぼお願いしているところに

なります。 

 

北嶋課長 ネウボラ事業については主に相談でやってる事業であります。 

確かに、両方の性格といいますか、事業の内容的にはかなり似通ってはいる

ところですが、組織の予算の出所というのもありまして、分けているような状

況になっているところです。 

どちらも、子育てのためのものだということで予算措置自体は分かれていた

としても、同じことをやっているというような考えですので、ご理解いただけ

ればなと思います。 

 

菅原(史)委員  予算のときにお話する機会があればしますけど、ネウボラ事業っていうのが

村の子育て支援という中で十何年前にアピールした事業で、今は他の市町村も

やってますけど、かなり肉付けしていくために、やはりそこに事業の集中をし

ていった方が、利用する方もわかりやすいんじゃないかなというふうには思っ

たりはするので、今どうのこうのっていうことじゃなくて結構なので、これか
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発言者 発   言   要   旨 

ら当然、要因の方も絡んでくると思いますので、そのときにまたいろいろと考

え方を整理しておいていただければいいです。 

 

北嶋課長 それまでに整理しましてお答えできるようにしておきたいと思います。 

 

北嶋課長  先ほど菅原アキ子委員が 65 歳以上と言われましたけども、今回の帯状疱疹

は 50歳以上の方がかかる割合が多いので、村としては 50歳以上の方を対象と

しております。 

令和 6 年 4 月 1 日現在 50 歳以上の方が 1,630 人、先ほどの人数でいきます

と 76 名で割り返しますと 4.6％の方が接種されているというな割合となって

おります。 

 

菅原(ア)委員 6 年度からの新規事業ですので、まして対象年齢にならないと、受診される

方も少ないとは思うんですが、これからも広報とかを通じて推奨を図っていく

とか、村としてそういう考えはございますでしょうか。 

 

北嶋課長 今年につきましては、全戸配布をしているわけですが、それでも見られなか

った方もおられると思いますので、ホームページやその他、広報のできる手段

を用いまして PRしていけたらというふうに考えております。 

 

菅原(ア)委員 私の身内や友人でも、やはり急にそういうふうな症状起きて、死ぬような症

状になったと、1 年も後遺症に悩んでるとか聞きますので、本当に重症になる

ということを感じて、まあいいやじゃなくて、自分の今後の健康のためにも、

予防としてやった方がいいんではないかという、そういう意識を皆さんが持て

るように進めてもらえたらと思います。 

 

菅原(史)委員 今回、特に福祉関係で、通常は節外流用っていうのは結構あってそれはそれ

である程度のいう流動性はあるからいいんですけど、今回、目間の移動がかな

り目に付くんですけど、この辺のルールといいますか、目の移動って今まであ

まり見たことなかったので、突発的な何かがあれば理解はできるんですけど、

目の間で移動してる流用してるという部分は特に問題はないんですかね。 

 

進藤課長補佐 財政の決まりとしまして、目以下の流用については、議会の議決が必要なく、

当局側でやれるというふうになっております。 

予算の流動性はその分増すんですけども、やはり一旦、当初予算において審
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議いただいた予算ですので、原則としてはその通り執行するというのが理想に

なってるとは思いますので、今後はそういった点を気をつけながら当初予算の

計上時から算定するべきかとは思っております。 

 

菅原(史)委員 事業が執行できないとなるのは、本末転倒なんでその辺についてはある程度

流動性持ってもいいと思うんですが、やはり先ほど進藤さんが言われたよう

に、予算は予算として議会で議決したものなので、節内はある程度はもちろん

いいと思うんですけど、目というのは何でそういうふうになったのかという説

明を今後していただければ、全部駄目という話ではなくて、理由も含めて説明

していただいた方がいいのかなというふうに思いますので、検討してみてくだ

さい。 

 

北嶋課長 今後十分気をつけながら事務の執行に進めてまいりたいと思います。 

 

松雪委員長 他に質疑ございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長  ないようですので、福祉保健課部門の一般会計歳出部分についての質疑を

終わります。 

 

松雪委員長 休憩します。（14:50） 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
【 福祉保健課 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 11日（木）15:00～17:10 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【特別職】 【監査委員】 

（11名） 副村長 小澤 菜穂子 代表監査委員 佐々木 秀樹   

 事務局長 近藤 綾子     

 【福祉保健課】     

 課 長 北嶋 学 課長補佐 進藤 智哉 主 事 宍戸 朱希子 

 主 事 安田 麻鈴 主 事 佐藤 佑樹   

 【診療所】 【地域包括支援センター】  

 技 師 伊藤 茂美 保健師 近藤 幸希 保健師 小瀧 みゆき 

 

付 託 事 件 

議案第 48号 令和6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49号 令和6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定につ

いて 

議案第 50号 令和6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

 

発言者 発   言   要   旨 

松雪委員長 再開します。(15:00) 

  

松雪委員長 休憩前に引き続き、会議を進めてまいります。 

診療所特別会計の歳入及び歳出部分について当局の説明を求めます。 

 

伊藤技師 【資料に基づき説明】 

- 34 -



 

発言者 発   言   要   旨 

 

松雪委員長 ただ今、当局より説明のありました事について、質疑及び意見を求めます。

質疑ございませんか。 

 

三村委員 以前、診療所の先生が、ひだまり苑の施設入所者を午後に毎日見ていただ

いているというようなことがあったと思うのですが、その後毎日ではなくな

ったと言うことだったかと思いますが、今はどのような状況なのでしょう

か。 

また、ひだまり苑の施設の入所者の状況を見てくださっているので、診療

所収入とかになっていたのでしょうか。 

 

伊藤技師 令和 6年度の岩村先生の時は、最初の時期は毎日ひだまり苑の方に 1時前

後から行っておりましたが、コロナの発生によりまして、一時中断したりと

いうことで、今村先生が退任される数ヶ月前からは、再度毎日のように行か

れてはいました。週 1回処方日がありまして、そのときは必ずという形では

行っておりましたが、一時期ちょっと毎日っていう形ではなくなったことは

確かです。 

現在、安田先生に交代になってからは、安田先生も処方日には必ず週 1

回出かけられるのですが、あとは電話での対応と、電子カルテがひだまり苑

と診療所を繋ぐことができるので、それを見ながら指示を出したりはしてお

ります。 

診療収入の件ですが、一応保険診療収入いうことで、ひだまり苑での診療

については、収入にはなっております。 

 

菅原(史)委員 予備費について、消費税という説明だったのですが、何の支払いだったの

か教えてください。 

 

伊藤技師 インボイスの関係によりまして、消費税を負担する事業者として登録をし

ましたので、保険診療収入については非課税ですが、その他診療収入、例え

ばこちらの方で言いますと、ワクチン接種および健康診断等については課税

ということで、インボイスが始まった時点で課税業者として登録いたしまし

たので、その分の消費税となります。 

 

菅原(史)委員 ということは、この 6年度の予算のときにはその公課費っていうのは設定

してなかったのですよね。ということは、5年度のその他収入に対してとい
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うことですよね。 

 

伊藤技師 昨年度に対しての消費税ということで、昨年度申告しております。今年度

は公課費として予算計上しております。 

 

齋藤委員 診療所の患者数を見てみますと、今年診療実績が 21.6 人/日で、過去 5

年間の実績に比べて 1日当たり 2人の増でしたって形で書いてありますが、

増えていっている傾向にあるように見えますけれども、主な原因というのは

何になりますか。 

 

伊藤技師 高齢者の方が増えてきたことにより、他市町村への通院が困難になったこ

とが大きな原因と、あと大きな病院等では、近くの診療所、クリニック等に

紹介をするという傾向が出てきまして、その結果だと思っております。紹介

患者は増えてきております。 

 

川渕委員 診療所の方には、ここにはデジタル X線画像診断システム保守業務委託と

書いてありますけども、普通のいわゆる X線診断の機械だけですか。新しい

MRIとかそういうのはまだ入ってないのでしょうか。 

 

伊藤技師 現在あるのは単純の X線撮影装置で、胸とか下腹部とかを撮るものです。

X線撮影装置は、ただ撮るだけのものです。デジタル X線画像診断装置とい

うのは、以前のように、フィルムを現像してというのではなく、今はデジタ

ルでということで、その装置が写真を撮った後にその装置が必要になってく

るので、X線装置として、その 2種類が必要になっております。ですので、

現像液等そういう消耗品については、今は発生してない状態です。 

 

菅原(史)委員 197ページの歳入の雑入のマイナ保険証の利用促進助成金ということで、

先ほど説明で利用勧奨の部分でそういうふうなことをやっていれば、これが

入ってきたというお話でしたが、これ「一時金」ってなっているんですけど、

利用勧奨って具体的にどういうことをやって、どこに申請してこれが来たの

か、あとこの一時金っていう意味はどういう意味なのか教えてください。 

 

伊藤技師 こちらはマイナ保険証を利用した平均利用率と利用人数等から割り出し

ているもので、オンライン請求になっておりますので、レセプト請求したと

きに、マイナ保険証を利用したかどうかというのが、社会保険の診療報酬支
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払基金の方でわかっているということで、基準の月を令和 5年の 10 月にお

きまして、そのときは 4%で 15人でした。そこから令和 6年の 5月から 8月

の間にどれぐらい使ったかということで、その期間中、8月が一番多かった

のですが、8 月で 130 人が利用してくれているということで、基準月の 15

人から 130人まで伸びたということで、それから換算しまして、増加量に応

じて決定された額で、それはそのときだけの一時金ということで 17 万円を

助成金としていただいたという形です。 

 

菅原(史)委員 本当に一時期、そのときだけということですね。これは出所はどこだとお

っしゃいましたっけ。 

 

伊藤技師 社会保険診療報酬支払基金です。社保の請求をしているところですが、そ

こがオンライン資格確認コールセンターという、そういうオンライン資格確

認の事務的な作業を全て請け負っているので、そこからということです。こ

れは一時金ですが、現在利用したパーセンテージによって、診療報酬に加算

されるということがありまして、現時点で 45%以上利用すると、診療報酬に

4点とか、1人当たり 40円ですけれども、それが加算されるというシステム

もありまして、それを申請して使っております。 

 

菅原(史)委員 そうなると、やはりマイナンバーカードを取得していただいて、それに健

康保険を紐付けしてもらって、それを利用していただける患者様がたくさん

来ていただいた方が、何かといいと。マイナカードの利用で、先ほどの証明

書関係もマイナカードでコンビニ利用した方が、村のポイント数としても上

がるというふうに聞いたのですが、やっぱり今も一般の方も、両方そういう

ふうな、利用促進でいろんな補助みたいのが出てきているんですか。 

 

北嶋課長 手数料と考えればなんですが、村で発行した場合はそのまま 200円ですけ

ど、コンビニで、例えばマイナンバーカードを利用してやった場合は、そち

らの方に手数料が結構持っていかれるということで、村への収入は若干下が

るという話は聞いております。コンビニをまとめる会社と言ったらいいの

か、そちらの方の手数料が高く、そちらの方がお金が入る状況にはなってい

るかと思います。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 
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 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、診療所特別会計についての質疑を終わります。 

次に、国民健康保険事業特別会計の歳入および歳出部分について当局の説

明を求めます。 

 

宍戸主事 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 ただ今、当局より説明のありました事について、質疑及び意見を求めます。

質疑ございませんか。 

 

菅原(ア)委員 219ページの福祉医療基盤強化補助金のことですが、もちろん実績に基づ

く金額だと思っておりますけれども、この福祉医療基盤強化というのはどう

いうものなのでしょうか。それとこの収入率が 65%と低くなっている理由に

ついて、お知らせいただきたいと思います。 

 

宍戸主事 こちらの補助金ですが、国保を含む福祉医療の医療体制の整備の支援とし

て、11 月頃に県から示される仮算定値をもとに計上されているものです。

その後、この 94万 1,000 円ですが、確定値は実績に基づいて報告したもの

に基づいて、交付されております。 

 

菅原(ア)委員 もちろん実績に基づくものだということは理解しておりますが、この福祉

医療基盤強化補助金はどういうことで使われているか、内容を知りたいので

すが。例えば福祉の重要性を感じているような人に対して、どういうものが

使われて、それが補助金として行われているものなのか、用具とか何か、そ

ういう具体的なものとかを知りたいなと思うのですが。 

 

宍戸主事 後程確認してからお答えさせてください。 

 

工藤委員 226 ページ、227 ページになりますけれども、まず一般被保険者診療給付

費の不用額ですね。これと、あとは大きいところで高額療養費の中の一般被

保険者高額療養費がかなりの大きい不用額となっていって、これは監査委員

からも指摘があるのですが、まずこれ毎年大きな不用額になっていて、実績

に応じてということはわかるのですけれども、毎年毎年この不用額が大きい

ので、もう少しこの不用額が少なくなるような計算方法というか、そういっ
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たことは庁内で考えられているものなのでしょうか。 

 

宍戸主事 不用額についてですが、まず 2款 1項 1目の療養給付費や 2目の療養費、

あとは 2款 2項 1目の高額療養費について、確かに不用額が大きい額がでて

います。これについては、3年間の実績に基づいて予算計上しておりまして、

例えば令和 6年度分ですと、令和 3年から 5年の実績に基づいて予算計上し

ています。令和 3年の療養給付費が想定よりもかかったということで、3,300

万円ほど補正と流用を行っておりまして、その年の大幅な増額によって、令

和 6年度も令和 5年度も不用額が発生しています。令和 3年度の増額によっ

て影響を受けているのではないかと思っております。 

確かにおっしゃる通りで、令和 8年度の予算計上する際にはこれまでのや

り方についてもう一度検討して予算計上していきたいと思っております。 

 

黒瀬委員 歳入の国保税の収入になるのですが、現状村の中で国保の対象者というの

は、人口に対してどれぐらいになってくるかというデータはありますか。 

 

宍戸主事 割合については算出していませんが、国保の被保険者数については、毎年

50名以上、100名未満ずつ減少しております。ちなみに、令和 4年度は 1,579

名、令和 5年度は 1,513名、令和 6年度は 1,445名です。 

 

黒瀬委員 後期高齢者等への移行もあると思うのですが、例えば社保への移行だと

か、そういう何か傾向みたいなものはわかるものでしょうかというのが 1

点と、あと 230ページにある特定健診というのは、これは村の集団での健康

診断ですよね。これは基本的に国保対象者のみでしたっけ。 

 

宍戸主事 質問の 1つ目の国保加入者数の減少について、社保に移行する方はいらっ

しゃいます。理由としては、国保財政運営が厳しいため、国保から社保への

移行を国で推奨しているためです。村の傾向としては、人口減少に加えて、

そういった国の動向も影響しているかと思います。 

もう 1 つの質問の特定健診については、国保の方が対象となっておりま

す。 

 

黒瀬委員 検診は、村民の方のボランティア的な形でやっていましたっけ。特定健診

で村民の方が何か関わってやられていたりしていましたっけ。健康推進員み

たいなのをやっていますよね。 
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北嶋課長 健康推進員の方、住区から出ていただく方に、毎日 4、5 名ほど案内役の

方をお願いして来ていただいております。 

 

黒瀬委員 被保険者が 1,400人ということですので、約残りの半分の方は国保以外の

方だと思うのですけれども、そうなってくると国保に加入されてない方も健

康推進員として、国保の事業をサポートするような形になっているという、

ちょっと違和感を感じるのですが、そういうことでもないのですかね。 

 

小瀧保健師 村では総合検診と言って、特定健診とがん検診を一緒に行っているわけ

で、がん検診に関しましては、国保とか関係なく村民の方が受けられる状況

になっています。あと特定健診とかに関しましては、医療機関方式も最近始

まってきて、保健センターの方で全戸配布で皆さんのところにお知らせして

いるかと思います。 

 

宍戸主事 先ほどの福祉医療基盤強化補助金についてですが、こちらは福祉医療の実

施に伴って減額される国庫負担などについて、前年度の減額分の 2 分の 1

を補助するというものです。 

 

菅原(ア)委員 対象者のその減額が主な理由ということなのですが、先ほど言ったその内

容といいますか、例えば、そういう方たちが必ず使わなきゃいけないそうい

う用具とか、そういうものが何なのかなということを知りたいと思ったもの

ですから、そういうことはここには具体的には示されてなくて、ただそうい

う対象者が減額になるということの内容というか、ただそれだけということ

なのですね。 

 

宍戸主事 誰かの福祉医療分を減額されるとかそういうものではなくて、減らされた

国庫負担金分を県の方から補填してもらうというものになっております。 

 

松雪委員長 他に質疑ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、国民健康保険事業特別会計についての質疑を終わりま

す。 
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次に、介護保険事業特別会計の歳入および歳出部分について当局の説明を

求めます。 

 

佐藤(佑)主事 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 ただ今、当局より説明のありました事について、質疑及び意見を求めます。

質疑ございませんか。 

 

大井委員 261ページなのですけど、包括支援センターはひだまり苑の中で運営され

ているということなのですが、光熱水費等負担金となっていますけど、ひだ

まり苑の中で何割支払うとか定額で払っているとか、そういうのはどういう

ふうな感じで負担しているのでしょうか。 

 

北嶋課長 ひだまり苑の館内のその面積に対して、例えば毎月電気料とか水道料と

か、光熱水費に関わるものを面積に応じて負担をてしているというような内

容であったかと思います。 

 

大井委員 そうすれば、部屋の面積が何割で、何割払うとか、そういう理解でいいの

ですか。 

 

北嶋課長 請求は 1本できてしまうということなのですけれども、その面積に応じた

割合で金額は請求されているというような内容になっております。 

 

大井委員  今は割合はわからないということですか。 

 

北嶋課長 後ほどお伝えできればと思います。 

 

黒瀬委員 242ページの保険料ですが、滞納繰越分がそのまま残っているような感じ

になるのですけども、これは何名何年分とかで、この先の見込みとして何か

あるものでしょうか。 

 

佐藤(佑)主事 

 

こちらは 4 名分の保険料となっております。令和 7 年度に入ってから 1

件納入がありまして、現在は 3名が滞納しているという状況になっておりま

す。滞納している方につきましては、窓口にいらっしゃった際とか電話がか

かってきた際にお話しながらお支払いをお願いしているという状況になっ
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ております。 

 

黒瀬委員 そうすると、その方々の現年度分は徴収できているということなのですか

ね。 

 

佐藤(佑)主事 

 

令和 6年度の滞納者はいないので、徴収できているということだと思いま

す。 

 

菅原(史)委員 255ページの介護予防サービス等諸費の中の 3目介護予防福祉用具購入費

が、4目から流用して 6万 1,000円で、補正もかけていて、結局不用額が 15

万 5,000円になっているという、この辺の流れはどういうふうになっていた

のか教えてください。 

 

佐藤(佑)主事 

 

こちらは、すぐに支払わなければいけない福祉用具購入費がありまして、

その際に 6万 1,000円を流用しております。 

その後、福祉用具購入費の実績が増となっていることで補正をかけさせて

いただいたということになります。 

 

菅原(史)委員 元々当初予算が 12 万あったんですよね。その中でいろいろ使っていて、

急に支払わなきゃいけないものがでてきて、6万 1,000 円を 4目から流用し

て支払って、その後に 18万円の補正をかけて、結果的に 15万 5,000円残り

ましたというようなことなんですか。急な支出ということは、この介護予防

福祉用具購入費で、出てくるのかなというふうな疑問があるのですけど。 

 

佐藤(佑)主事 

 

後ほど整理してからお答えいたします。 

 

北嶋課長 先ほどの大井委員の質問にお答えします。 

地域包括支援センターの割合ですが、基本は 0.02%の負担ということで計

算されたものが請求となっております。例えば電気料金の月額等、ひだまり

苑の方に来た請求額の 0.02%分を包括支援センターが利用したというよう

なことでの積み上げとなっております。電気料金や上下水道料金等々の合算

額ということになります。 

 

大井委員 0.02%ってかなり低い感じなんですけど、例えばある月で全体でいくら来

ていくら払ったとかっていう金額は出せますか。 
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北嶋課長 今手元にある資料ですが、令和 7年の 7月分の電気料金については、施設

全体では 193万円ほどで、それの 0.02%ということで 3万 8,000いくらとい

うような感じで、それの積み上げ分ということで、7 月分については、5万

8,000円ほどの請求がなされております。 

 

 【2%の間違いではの声】 

 

松雪委員長 他に質疑ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、介護保険事業特別会計についての質疑を終わります。 

 

松雪委員長 次に介護保険介護サービス事業特別会計の歳入および歳出部分について

当局の説明を求めます。 

 

進藤課長補佐 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 ただ今、当局より説明のありました事について、質疑及び意見を求めます。

質疑ございませんか。 

 

川渕委員 ひだまり苑で利益が出た場合に、業者の方に半分返金するという説明があ

りましたけども、どのくらいの金額になっているものでしょうか。 

 

進藤課長補佐 決算書の 279ページになりますが、1目の一般管理費の備考欄の事務費の

中にあります、過年度分収益還付金がその分になりまして、令和 5年度の実

績になりますが、953 万円を指定管理先に収益還付しているものでありま

す。 

 

齋藤委員 介護サービス事業の施設の平均利用状況を見てみますと、減っていってい

る状況が説明されておりますが、何か要因とかございますでしょうか。 

 

進藤課長補佐 令和 6 年度におきましては、12 月と 2 月に 2 回コロナのクラスターが発

生し、利用者の方はかなり制限されていて、居宅の方も新規の受け入れは一

- 43 -



 

発言者 発   言   要   旨 

時的にストップして、通所の方もその期間は利用を制限されておりましたの

で、その分令和 6年度は実績としてはかなり下がったということでありまし

た。 

 

齋藤委員 これの影響を考えなければ、実質的な需要自体は増えていると理解してよ

ろしいですか。 

 

進藤課長補佐 単純な増減というふうな分析はなかなか難しいんですけど、横ばいの状況

が続いているというふうな分析でおります。 

 

黒瀬委員 280ページの下の方の操出金が、介護保険事業特別会計繰出金がなくなっ

て一般会計の繰出金となっているのは、重層的か何かの内容ですか。 

 

進藤課長補佐 重層的支援事業が介護保険特別会計から一般会計に移ったことによって、

該当する収入が一旦、介護サービス特別会計に入るのですが、事業を行って

いる会計の方に繰り出すということで、介護保険から一般会計の方に移った

という形になります。 

 

菅原(史)委員 280 ページの公債費ですが、介護サービス事業債のものだと思うんですけ

ど、これ何に使ったんでしたっけ。 

 

進藤課長補佐 現在残っております介護サービス事業債についてですが、令和元年に空調

設備の更新等を行ったものと、あとは令和 2年に給湯設備の更新を行ったも

の、令和 3年に発電機を更新したもの、その 3つの事業の借り入れというこ

とになります。 

 

菅原(史)委員 確か建物の償還はもう全部終わっているんですよね。今のところ資料を見

れば、令和 6年で償還して、残っているのは全部で 4,300万ぐらいですか。

施設も 30 年ぐらい経っていると思うんですけど、そこらへんの大がかりな

ことっていうのも、今後考えていっているのか。それとも、指定管理者の方

で無償譲渡するのかとかいう、いろんな選択肢があると思うんですけど、そ

れについて今の段階でどのように考えているのか、もしあれば教えてくださ

い。 

 

北嶋課長 そういった建物関係の償還等々は終わっているということで、庁内では無
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償譲渡も含めた形で指定管理等々をお願いできないかどうか検討した経緯

はございますけども、今のところは指定管理者側からすれば、このままでお

願いしたいというような話も伺っています。ただ、今もそういった形で施設

の関係、やっぱり、平成 12年あたりからですか。20年 30年経ってきている

ということで、維持補修費はこれからもかさむということが予想されますの

で、そういったもの面も含めまして再度検討していければなというふうには

考えております。 

 

川渕委員 先ほどひだまり苑の金額の方は教えてもらいましたけども、本来から言え

ばそういう委託をしている場合は、そこを預かって経営してるい方は企業と

して生きていくわけですから、利益が上がれば、働いている方の待遇改善と

か、いろんな意味にそのお金が使えるといいますか。しかし今の場合は、半

分は返さねばいかんとなれば、どうしても利益を出していかなくてはいかん

ものですから、全体的な見積もりが、少しいわゆる弱くなるのではないかな

という懸念があるわけですけども、そういうところはいかがなものでしょう

か。 

 

北嶋課長 川渕委員の考えも当然あるかと思います。ただ、これについては指定管理

の協議書の中で、そういった利益が出た場合は折半するというような内容で

お互い合意しているということになっておりますので、その点了解していた

だければなというふうに、お互い了解してのやり方といいますか、折半の仕

方としておりますのでご理解いただければなと思います。 

 

北嶋課長 先ほどの介護保険関係の大井委員からの質問なのですが、先ほど 0.02%と

いうお話をさせていただきましたが、正しくは 2%ということで訂正の方をお

願いしたいと思います。 

 

松雪委員長 あらかじめ、委員会の時間を 17時 30分まで延長したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声】 

 

松雪委員長 委員会を 17時 30分まで延長いたします。 

 

佐藤(佑)主事 先ほどの菅原委員の質問にお答えします。介護予防福祉用具の購入費の件
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 についてですが、まず令和 6年の 10月に特定介護予防福祉用具の実績増で、

支払いのために 6万 1,000 円を流用しました。その時点での実績が令和 5年

度の約 3倍であったため、今後もそのような状況が続くと見込みまして、18

万円の補正をかけました。その後、実際の実績はその見込みよりも大幅に少

なかったため、15万 5,418 円の不用額が発生したということになります。 

 

菅原(史)委員 10 月に 6 万 1,000 円の流用をしたということですけど、当初予算の 12 万

はもうそれまでに消化しちゃったということで、それで足りなくなって、6

万 1,000円を流用したということですか。 

ちなみに介護予防福祉用具って、これはどこにどういうふうに支払うとい

うことなのですか。 

 

佐藤(佑)主事 

 

介護予防福祉用具についてですが、こちらは申請書を提出してもらって、

それに基づいて支払いをするという流れになっております。 

 

菅原(史)委員 というと、これは申請した人に支払うということですよね。いずれにしろ、

それが例年の見込みよりもかなり多く、福祉用具の補助申請がなされたとい

うような理解でよろしいんですか。 

 

松雪委員長 休憩します(16:53) 

再開します(16:53) 

 

佐藤(佑)主事 

 

10 月までに当初予算の 12 万円はほぼ使いきっておりまして、その実績も

例年に比べて多くなっていましたので、大幅な増を見込んで 18 万円の補正

をかけたところ、その後の実績が見込みよりも大幅に少なかったため、不用

額が発生したということになります。 

 

松雪委員長 他に質疑ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、介護サービス事業特別会計についての質疑を終わりま

す。 

 

松雪委員長 暫時休憩します。(16:54) 
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再開します。(16:59) 

 

松雪委員長  次に、後期高齢者医療特別会計について当局の説明を求めます。 

 

佐藤(佑)主事 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 ただ今、当局より説明のありました事について、質疑及び意見を求めます。

質疑ございませんか。 

 

黒瀬委員  296 ページ歳出の一般管理費の役務費の不用額が多いというかあるんで

すけれども、郵便料が備考欄に上がっているんですけれども、郵便料が減っ

たのかそれともそれ以外の他の項目が入っていて、それが使用されなかった

のか、そこ辺り理由を説明いただけますか。 

 

佐藤(佑)主事 

 

こちらは被保険者証を郵送する際の郵便料となっておりますが、一般会計

の総務費から誤って支出されておりまして、執行率が下がっております。 

今後は職員間での意思疎通をしっかりと図り、このようなことがないように

注意して再発防止に努めたいと考えております。 

 

黒瀬委員 これはそうするともうこっちからでていないままで、この数字で会計を締

めているということなんですか。 

 

佐藤(佑)主事 

 

支出しないままになっております。 

 

黒瀬委員 そうすると、今後の対応策としては、特別会計と一般会計の中でそういっ

た、特に郵便料とかになってくるのでしょうけれども、そこあたりの対応を

どういう形でされるお話になっているのでしょうか。 

 

北嶋課長 各課において、例えば大量に送付する、今回も保険証を送付する際には、

やはり大量な枚数が出ますので、いつもであれば昼 2時ぐらいまでに庁内の

郵便物を各課でまとめて、総務課の方でさらに集計してというようなやり方

をやっているわけですが、それとはまた別に、今回のこの送付については福

祉保健課の方で直接郵便局の方にお願いして、このものについては、うちの

課の方に請求というような、いつも通り総務の方に持っていってお願いする

というよりかは、分けた形で郵便局の方にお願いするような、原始的ではあ
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りますが一番確実なのかなというふうに思っておりますので、監査委員から

の指摘もありますし、今後はそういった点は十分注意して業務の方をやって

いきたいというふうに思っております。 

 

三村委員 後期高齢者の医療を受けた場合の自己負担って 3割負担、2 割負担、1 割

負担だったでしょうか。もしそうだとすると、村の中の負担はどのくらいの

人が 3 割負担で、2 割負担で、1割負担とかはわかるでしょうか。もしわか

ったら教えてください。 

 

佐藤(佑)主事 

 

後ほど調べてお答えさせていただきます。 

 

北嶋課長 集計してからとなりますので、大変申し訳ありませんが明日以降にお願い

したいと思います。 

 

松雪委員長 他に質疑ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 

 

ないようですので、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終わりま

す。 

以上で、福祉保健課部門について質疑を終わります。 

 

松雪委員長 

 

暫時休憩します。（17:09） 

 再開します。（17:09） 

 

松雪委員長 

 

ここで、本日の審議を終了し、散会といたします。 

 再開は、翌日の 9時とします。 

 

 （散会 17：10） 
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 令和 7年第 5回（9 月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
 【 生活環境課 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 11日（木） 

招 集 場 所 役場 2階 「第 1会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 12日（金）9:00 ～ 11:59 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11 名） 委 員 菅原 アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出 席 職 員 【特別職】 【監査委員】 【議会事務局】 

（10 名） 副村長 小澤菜穂子 代表監査委員 佐々木秀樹 事務局長 近藤 綾子 

 【生活環境課】 

 課 長 薄井 伯征 主 査 荒関 智彦 主 査 平ノ内 亮 

 主 査 渡辺 祥達 主 査 佐藤 洋平 主 任 宮田 征大 

 主 事 三浦 紳     

 

付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6 年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

議案第 50 号 令和 6 年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認

定について 

 

発言者 発   言   要   旨 

 （開会 9:00) 

 

松雪委員長 それでは、昨日に引き続き「令和６年度大潟村決算特別委員会」を再開いた

します。 

ここからは、生活環境課部門の審査を行いますが、はじめに一般会計の審査

を行い、その後企業会計の審査を行います。それでは一般会計の歳入部分につ

いて、当局の説明を求めます。 
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荒関主査 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長  当局の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

川渕委員  太陽光発電設備余剰電力収入について、kWh 当たりの単価を教えてくださ

い。 

 

佐藤主査  2年前の決算時から FIT売電の終了に伴い、現在は 9円の販売単価で売電が

行われています。 

 

黒瀬委員  墓地永代使用料について、まだ墓地の空き区画はあるのでしょうか。 

次に各種住宅使用料の入居率を教えてください。 

 

渡辺主査  使用料は、現在使われていない墓地を新規に使い始めるときに納付していた

だくものとなっております。墓地の空き区画はまだありますが、令和 6年度は

新たな墓地使用許可の実績がありませんでした。 

 

平ノ内主査  入居率について、令和 7年 3月 31日現在の実績で、村営住宅は 52戸に対し

て 38戸、特定公共賃貸住宅は 24戸に対して 21戸、定住化促進住宅は 35戸に

対して 34 戸、集合型住宅は 31戸に対して 31 戸となっております。現在はす

べての住宅が埋まっている状況です。 

 

黒瀬委員  わかりました。墓地について、現在の区画数と何区画空いているか教えてく

ださい。 

 

渡辺主査  後ほど回答いたします。 

 

黒瀬委員  北 1丁目太陽光発電所用地貸付収入について、この発電所用地はホテル・温

泉の横にあるもののことでしょうか。また、所管替えになったということで発

電所用地は西 5丁目になるのでしょうか。所管替えになったことと発電所用地

として別々になっている理由を教えてください。 

 

佐藤主査  西 4丁目土地貸付収入の場所については、大潟共生自然エネルギーの既存の

メガソーラー施設になります。次に、北 1丁目太陽光発電所用地については、

ホテル・温泉西側の 3施設用の太陽光発電設備になります。 
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 貸付時点では、各施設とも原課で対応していましたが、年数が経ち毎年同じ

状況であることと、ふるさと交流施設とこの発電所用地のみ原課でずっと収入

の調定を起こしていたこともあり、令和 6年度予算の際に整理したというのが

あります。その後、北 1丁目の貸付が新たに発生したので、そこについては、

落ち着くまで生活環境課の管轄という整理をしているところでございます。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、生活環境課部門の一般会計歳入部分についての質疑を終

わります。 

 

松雪委員長  次に、一般会計の生活環境課関係の歳出部分の審査に移ります。それでは、

一般会計の生活環境課関係の歳出部分について当局の説明を求めます。 

 

渡辺主査 

佐藤主査 

平ノ内主査 

宮田主任 

三浦主事 

 

【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長  当局の説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

菅原(ア)委員 男鹿地区消防一部事務組合負担金について、他市町の負担金の割合と村の負

担金の割合とその費用根拠を教えてください。 

 

三浦主事  負担金の割合について、費用根拠は人口割だと思われますが、他市町の状況

も含めて後ほど説明いたします。 

 

菅原(ア)委員  わかりました。他の市町の負担金の金額も併せて教えてください。 

 

三浦主事  わかりました。 

 

菅原(史)委員  村道砂利道保守管理事業について、補修しても不備が出てきている状況下
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で、毎年何かしらのクレーム等がきていると思われます。今年 6月議会の村長

答弁の中で、試験的に砂利道の補修を行っていく話が出ていましたが、その後

どのようになったのでしょうか。 

 

薄井課長  今年度の砂利道補修に関しては、天候不順の影響もあり、農家の皆さまには

ご迷惑お掛けし申し訳ありませんでした。 

 損傷が激しい路線は都度補修を行い、沈下が確認される路線は計画的に嵩上

による対応をしておりますが、なかなか補修が追いつかない現状であります。 

そのことを踏まえて、村の砂利道に合う舗装材を検討するために、簡易舗装

材であるカタマ SP を使用した農道の現地視察を行いました。また、今回の議

会終了後には農研機構の有識者との Web協議を予定しており、情報収集を行い

具体的に前に進めそうであれば、令和 8年度の予算化に向け検討していきたい

と考えております。 

 

菅原(史)委員 2年前くらいから、補修費を増やして様々な方法で砂利道補修の対応をして

いることは承知していますが、グレーダーをかけただけで、そこに穴があいて

いれば雨が降ればまたえぐれてしまうような状況です。特に春先の補修に有益

な情報の収集をお願いしたいと思います。 

また、村長答弁では村内で試験的に行っているような答弁だと思われました

が、先程の話は村外で取り組んでいる情報のことでしょうか。 

 

薄井課長 砂利道の補修に関しては、農繁期前に可能な限り補修を行い、農家の皆さま

の通行に支障が出ないように整備を努めてまいります。 

また、カタマ SP については、東北管内に広く実績があり、主に使われてい

るのが林道でありまして、一部農道にも使われている状況であります。先日、

大仙市と男鹿市の施工個所を視察してきましたが、施工後数年経っていますが

比較的良好な状況が保たれている印象を受けました。それが村の軟弱地盤に適

合するか、大型トラックが頻繁に行き来する状況でどの程度の耐久力があるか

まだ見通せない状況であると判断いたしました。そのことも併せて、繰り返し

になりますが、農研機構との情報共有を通じて手法を検討して参ります。 

 

三村委員  防災行政無線について、村民から聞こえづらいという話があり、村内でどの

くらい世帯がしっかり聞こえているか調査したことはありますか。今回の 9

月補正の中で防災無線に関してあったと思うが、どのように考えていますか。 
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平ノ内主査 村民の一部から防災無線が聞こえないといったことに関して、役場に問合せ

が来ています。主に北 1 丁目の集合型住宅からよく問い合わせがありますの

で、この後の防災行政無線を導入する際は電波調査を行ってすべて網羅できる

ような配置を検討します。 

また、現在の防災行政無線も設置の際、電波調査を行っていましたが、北 1

丁目に関しては恐らく樹木が邪魔をして影響が出ていると考えていますので、

令和 8年度の更新では実施設計で改めて電波調査を行う予定です。少し細かい

話になりますが、次年度以降に更新する行政防災無線は、電波の変調が変わる

ので、電波がより広く届きやすくなることが見込まれます。現在はどこの自治

体でも導入されているものですので、それが北 1丁目まで広く網羅できるかど

うか注意深く調査していきたいと思います。 

 

三村委員 先日お話を聞いた方は、西 1丁目の住民からだったのですが、西 3丁目の近

所の方からもお話があり、全域で何軒がしっかりと防災行政無線を受信できて

いるのかという疑問が出ているので、1軒 1軒戸別受信機の受信状況を調査す

る必要があると思うのですがいかがでしょうか。 

 

薄井課長  防災行政無線の電波状況により内容が聞こえにくいという村民のお声に対

して、まだ十分に対応できておらず申し訳ありません。可能な限り防災行政無

線で情報をお届けしたいと考えておりますが、電波で音声の情報を伝達する関

係上、間に障害物があれば電波が届きにくい性質があり、どこの自治体でもそ

うですが、気象条件や立地条件などが影響し、一概にこれが原因だとは言えま

せんが、聞き取りにくい状況もあるということをご理解いただきたいと思いま

す。 

 また、防災行政無線戸別受信機に関しては、役場に相談していただければ電

波を増幅するためのアンテナを追加でお渡しするなどの対応をしており、この

ことについては役場広報誌でも周知していますので、聞こえないという方がい

ましたら、ぜひ声を掛けていただければ可能な限り対応したいと考えておりま

す。 

 そして、戸別受信機の聞こえ等々に関しては、非常に調査に労力が掛かりま

すので、これまで調査をしたことはありません。先程、平ノ内主査が申したと

おり、今度導入する防災行政無線は電波の伝送方式や空気中を伝わる性能が向

上している新しい方式のものを想定して設計を組む予定です。それと併せて、

戸別受信機も更新予定ですので、可能な限りいざというときの緊急情報を確実

に村民の皆さまにお届けしたいというような姿勢で事業を進めて参ります。 
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三村委員 戸別受信機を更新したときに受信状況の試験をすると思いますが、設置して

から聞こえないということがあれば、非常にもったいないことになりますの

で、確実に機能するような戸別受信機であればと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

薄井課長  戸別受信機に限らず、物品の納入に関しては、必ず納品検査を行っています。

戸別受信機のように数が多い場合は、抽出検査により対応しており、しっかり

と受信できているか性能確認をしています。それと配布の際は、具体的な設置

の方法や設置上の注意点など工夫しながら対応して参りたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

三村委員  この後、更新を控えているものではあると思いますが、住区の新年会や収穫

感謝祭などに役場職員の方は参加していただいてますので、その際に現況を把

握するために調査をしてみてはいかがでしょうか。 

 

薄井課長  住区担当が総務企画課になりますので、協議して検討して参ります。 

 

大井委員  関連して、現在の村の防災情報は防災無線や LINE でスマートフォンに連絡

が届くと思いますが、この後防災無線を新しくする際には、戸別受信機を全戸

に一律に配布するのでは結構費用が掛かると思われますので、考え方を変えて

いった方が良いと思いますがいかがでしょうか。 

 

平ノ内主査  現在、防災情報については、LINEと HPに別操作で情報を流しているのです

が、新たな防災行政無線では必要であれば Xや Facebook などとも連携し同時

に広く情報伝達ができるようになります。今後は戸別受信機だけではなく、携

帯電話でそういった情報を確認できるようになるので、戸別受信機は必要ない

といった世帯が出てくることも想定しています。そのような世帯がどの程度あ

るのか調査を行い、その結果、全戸に配布する判断もあるかもしれませんが、

必要個数を検討していきたいと思います。 

 

大井委員  防災無線の更新については、これまでの前例にとらわれず、余計な経費をか

けずに考慮していただければと思います。 

 

松本委員  除雪業務委託料について、積雪が少なく除雪の稼働時間が減ったため、当初
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設計より実績が減となり不用額が発生したとのことでしたが、この不用額が出

ているのにも関わらず、昨年は歳入になかった道路メンテナンス事業補助金除

雪分 500万円が交付されている関連性について教えてください。 

 

薄井課長  こちらの交付金については、秋田県内での降雪を考慮し、県内全域に交付さ

れた補助金となっておりますが、大潟村では雪があまり降らなかったので、除

雪費を使わなくて済んだという考え方になります。 

  

松本委員  毎年、除雪に関して村内からクレームや要望がきているものかと思いますの

で、そういったことも踏まえながら除雪費に反映していただきたいと思いま

す。 

 

薄井課長  除雪に関しては、クレーム等毎年のようにあることは承知しているところで

す。毎年除雪に入る前に除雪事業者と警察を交えて安全に除雪をするための打

ち合わせを行っております。それと併せて、除雪に係るオペレーターのマンパ

ワー不足や、ベテランも少なくなってきている現状で、村の除雪も維持されて

いるということをご理解していただきたいと思っております。ですので、非常

に細かい要望があるのは重々承知しており、請負業者には都度伝えているとこ

ろではありますが、技術的な部分や限られた時間の中で除雪任務を果たさなけ

ればならないというわけで、村民の皆さまからすればやや不備が目立ってしま

うところも出てくるというふうに認識しております。 

人手不足、オペレーターの技術不足、そして作業時間の短さなどの様々な要

因が絡んでいる今の状況でございますので、請負業者と住民の皆さまからの要

望も含めて打ち合わせを行い、解決できるのかどうか検討して参ります。 

 

松本委員  わかりました。次に村道砂利道保守管理事業について、高炉スラグ入りの砕

石を仕事で使ったことがあるのですが、製鉄所が近くにあれば安価で調達でき

るのですが、多分秋田県には製鉄所がないので調達するにはかなりコストがか

かると思います。軟弱地盤に使われたりしますが、舗装材を入れた後、厚さに

よっては補修するときにブレーカーで壊さなければいけないほど硬くなり、逆

に厚さが薄ければただ剥がれて終わりだと思います。舗装材も一つの手かもし

れませんが、大体穴が開いているところは常に滞水している状態が続いている

ところですので、まずは砂利道の排水対策をしっかりしていただきたいと思い

ます。グレーダーで押された砂利が砂利道の横に山になることで道が狭くな

り、さらに盛り上がったところに草が生えてどんどん道も狭くなり、すり鉢状
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になり水が溜まるといった悪循環になっているので、そういったところの排水

をしっかりすることがまず一つ。それから軟弱地盤の対策として改良材を使用

するとした方が効率的だと思います。雨が降って大体穴が開いてくるのは排水

不良のためだと思っているので、業者の方にもブレードで削って排水改善を徹

底してもらった方がコストもかからないと思います。 

 

薄井課長  ご意見ありがとうございます。カタマ SP 材等々の資材を使った施工に関し

ては、松本委員がおっしゃったような課題があるだろうということで認識して

おります。そういった課題も含めて農研機構の方と今後意見交換をして参りた

いと思います。 

 また、雨が降った後の水溜まりの拡大、それに伴う道路の劣化の進行に関し

ては、松本委員のおっしゃった手法も一つかと思っています。ただ、村の場合

は他の地域にない特殊な事情があり、大型車両が高速でたくさん砂利道を通行

し、交通量が非常に多いということから、村道の保守については対処療法が続

いている状況になります。 

そういった滞水箇所の改善等についても概ね場所は把握しているので、個別

に見ながら対応して参りたいと思います。 

 

松本委員  路線もかなり長いので、クレームが上がってきているところを重点的に、計

画的に取り組んでいただければと思います。 

次に、排水保全事業の北 2丁目地内排水路フェンス除去工事について、撤去

したところの雑木化が進んでいますが、今後それを生やしたままフェンス代わ

りにするのか、それともフェンスを置く予定があるのでしょうか。住区の草刈

りの際に排水路部分が草木で見えないため、これからの管理のために支障が出

るかも分かりませんが、そこをどうするのかはっきりしていただきたいとの声

が北 2丁目住区でありましたので、安全性の確保のためにも教えてください。 

 

薄井課長 フェンスを置かずにそのままにしている理由は、北 2丁目住区のさらに北側

に位置していますので、通行量も非常に少なく安全性に大きな影響を及ぼさな

いだろうということ、雑木がフェンス代わりに排水路の目隠しにもなるのでは

というような判断から、新たなフェンスの設置に係る予算化は行いませんでし

た。ただ、実際に草刈りをする上でそういった課題があるとすれば、自治会長

連絡協議会等々で村の考え方を説明して、草刈りの範囲をお願いする方が良い

のかなと思っております。 

 安全性の確保というのは松本委員おっしゃるように非常に重要な要素だと
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思うますので、注意喚起並びに情報提供を考えたいと思います。 

 

松本委員  危惧しているのは、その場所が周知されれば良いのですが、草木が伸びてし

まえば排水路がほとんど見えない状況になります。また、数年前にはそこの近

くまで熊が出たということもあったので、できればその辺を綺麗にしておきた

いというところはあるのですが、そこの兼ね合いも含めてしっかり検討してい

ただき、今後の管理の仕方をはっきりさせていただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 付随してそこの側溝周りについて、フェンスがあるのですが、道路の脇の側

溝の辺りも草がずっと生えたままになっていますので、雨水の排水としては重

要なところだと思いますので、せめてフェンスまでは行かなくて良いいのです

が、側溝周りの雑木草等は刈っておいた方が良いと思いますので、そこら辺を

はっきりさせていただければなと思います。 

 

工藤委員  除雪業務委託に関して、今年の 1月 3日か 4日に積雪があったにも関わらず、

除雪車が来ていませんでした。役場は 1月 5日まで休みだったので、そのよう

な場合の対応は役場としてどのように行ったのでしょうか。 

 

薄井課長  基本的に雪が降りそうな場合は担当への指示、あるいは担当からも請負業者

へ除雪指示を行っています。ただ、今年 1月 3日の状況については、除雪の初

動対応が遅れてしまいご迷惑をお掛けしたと思っておりますが、基本的には請

負業者が巡回をし、必要であれば役場の指示を仰いだり協議したりといった除

雪の対応をしていますので、役場が休みの場合であってもより迅速に判断し対

応して参ります。 

  

工藤委員 役場が土日や正月で休みの時に、村民の方がどこに電話をかけたら良いかと

いうこともありますので、問い合わせ先をしっかりとしていただきたいと思い

ます。 

 

薄井課長 年始年末は、役場に電話すれば警備会社をとおして、担当職員に連絡が繋が

る体制となっていますので、緊急の際は役場まで連絡をしていただければと思

います。また、祝祭日等の除雪に対する広報についても今年度は工夫をして対

応したいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

黒瀬委員 交通指導員や消防団員の定員に対しての充足率と成り手が少ない中で、新た
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な人員確保のための対応をされているか教えてください。 

 

三浦主事 令和 7年 3月 31日時点で、交通指導員は定員 15名に対して 14名、防犯指

導員は定員 5名に対して 5名、消防団員は定員 67名に対して 44名となってい

ます。 

消防団員の担い手不足に関しては、役場と消防団ともに課題として把握して

いますので、消防団に興味がある方への声がけなどにより団員確保の対策をし

ています。その効果もあり、令和 7年度は団員１名増えましたが、一方で、退

団する方もいるので、引き続き新規団員の確保については、他市町とも連絡を

取り合いながら方向性を検討していきたいと考えております。 

 

黒瀬委員 新しい方も出てきているということですので、引き続き消防団の方と連携を

取りながらぜひお願いできればと思います。 

 

黒瀬委員 八郎湖水質改善対策事業について、それぞれの取り組み割合やここ数年の取

り組み状況を教えてください。 

 

佐藤主査 令和 6年度の実績は実績面積で申し上げますと、大潟村の実績が 953haにな

ります。そのうち直播が約 30ha、無代かき栽培が約 90ha で残りが無落水で約

830haとなっております。 

 

黒瀬委員 3年間の補助対象終了後は継続して取り組んでいるかどうかわかりますか。 

 

佐藤主査 八郎湖対策室で調査している実績になり、他市町村も含まれた数字になりま

すが、約 9割が大潟村と伺っていますので、そのつもりで計算していただけれ

ばと思います。令和 6年度実績は、無代かき栽培が 740ha、無落水が 1,616ha、

直播が 58ha実施されていると推計されます。 

 

黒瀬委員 わかりました。比較的補助が終了しても継続しているということですね。引

き続き取り組みの啓発をしていただきたいと思います。 

 

黒瀬委員 自然エネルギー100％の村づくり推進事業の繰越分の実績が 1 億 1,535 万

4,000円で不用額が 1億 694万 6,000円で 2億 2,000万円繰り越ししたうちの

約半分が繰越明許として出ているという理解でよろしいでしょうか。 
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佐藤主査 令和 5年度から令和 6年度へ繰越分の 2億 2,230万円については、蓄電池の

分になります。当初、予算計上していた段階では、蓄電池のメーカーが現在入

っているメーカーと別の蓄電池を想定しておりまして、令和 6年度に繰り越し

た後、契約した際は、今入っているファーウェイ製の蓄電池に変更になったこ

とから、決算書に出てきている 1億 694万 6,000円が不用額となったというこ

とになります。ですので、この不用額分は、令和 7年度への繰り越しには回っ

ていないものになります。 

 

黒瀬委員 わかりました。確認ですが、メーカーが変わり、金額が半分になっても性能

や容量的には当初の事業計画繰越時点で計画していたとおりという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

佐藤主査 容量や性能等については問題なく、同等のものが入っています。 

しかしながら、パネルとの相性の問題があると思われますが、そこについて

は検証しようがないというところでございます。 

 

黒瀬委員 繰越明許の考え方について教えてください。一般的に繰り越した上で大きく

仕様やメーカーが変わり金額が変わるということは許容されるものなのでし

ょうか。 

 

佐藤主査 繰越明許をするタイミングで負担行為を実施した後に繰り越すパターンと

その負担行為を要さないで繰り越すパターンがあるかと思いますが、今回は負

担行為がない状態で、まだ確定してない状態での繰越を行ったため、繰越後に

入札とか契約となってますので変更自体はないわけではないという認識でお

ります。 

 

松雪委員長 休憩します。（10:32） 

再開します。（10:33） 

 

松雪委員長 休憩します。（10:34） 

再開します。（10:35） 

 

大井議員 八郎湖周辺清掃事務組合事業の負担金について村から出るゴミの量によっ

て村の負担金が変わるということはないと思いますが、村の生ゴミの量は前年

と比べてどのようになっていますか。 
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渡辺主査 村のゴミの量については、人口の減少に伴い全体的に減少傾向にあります。

それとゴミの処理量によって負担金の額が変わります。決算書 113ページ内、

八郎湖周辺清掃事務組合の負担金は、4,374万 9,000 円であり、その内訳は運

営費と修繕費になっており、運営費の負担割合が平等割 20%、人口割 40%、そ

れと前々年度のゴミ処理の実績による負担割合が 40%となっておりますので、

ゴミの量が減ってくるとここの負担金の部分が減ってくるということになり

ます。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、生活環境課部門の一般会計歳出部分についての質疑を終

わります。 

 

松雪委員長 休憩します。（10:37） 

再開します。（10:45） 

 

松雪委員長 休憩前の保留していた質問について、当局より説明をお願いいたします。 

 

渡辺主査 黒瀬委員からご質問のありました墓地の使用状況について回答します。現在

の墓地の使用状況ですが、全区画が 579区画で、使用しているのが 565区画、

空きが 14区画となっております。使用率としては 97.5%となっております。 

 

黒瀬委員 わかりました。 

 

松雪委員長 次に、企業会計の審査に移ります。それでは、簡易水道事業会計について、

当局の説明を求めます。 

 

平ノ内主査 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 当局の説明が終わりましたので、質疑に入ります。ご質問ございますか。 

 

松橋副委員長 アセットマネジメント業務委託について、これは計画づくりのことでしょう
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か。 

 

平ノ内主査 村の簡易水道事業で今現在持っている資産がいつ時点で更新が必要な時期

が来るのか、それに伴ってどの程度の費用がかかるのかを一体的に考え、適切

な投資時期を策定するものであり、それを受けて現在経営戦略を立てるといっ

た流れになっています。 

 

松橋副委員長 去年もこれと同じような費用が計上されていたと思いますが、これは今回契

約すると何年かおきにとなる業務委託でしょうか。 

 

平ノ内主査 令和 6 年度の当初予算にアセットマネジメント業務委託費を計上しており

ますが、毎年行うものではなく、適切な時期に行うものとなっております。こ

ちらに関しては、総務省より各市町村において、水道事業の経営戦略を立てる

ようにとの通達を受け、令和 6年度にアセットマネジメント事業を行い、現在、

経営戦略を行っているというものになります。 

 

松橋副委員長 1回経営戦略を立てれば、次はこの時期に更新といったことは基本的には考

えなくてもよろしいのでしょうか。 

 

平ノ内主査 現在立てている指標を基に水道経営をしていくというものになりますので、

情勢に変化が生じない限りはその計画に基づいて水道経営を行っていきたい

と考えております。 

 

松橋副委員長 個人的な感覚で恐縮ですが、戦略的な業務づくりに関することは、一般的に

見ると資本的な支出に思えるのですが、今回保有している構築物や資産の状況

を把握するためにこのような方法をとっているのか、そこの考え方を教えてく

ださい。 

 

平ノ内主査 アセットマネジメントも現在策定している経営戦略に関しても資本的なの

か収益的なのかどちらに分類するかは私どもも迷うところでありましたので、

コンサルの方に確認をしております。その結果、収益的な支出の方への分類で

良いだろうというようなアドバイスをいただいたので、こちらの予算に関して

は今回収益的支出の方に分類しました。 

 

松橋副委員長 確固たる国としてのルールがあるわけではなく、資本的支出にカウントして
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も問題ないというものになっているのでしょうか。 

 

平ノ内主査 国は特に明示しているわけではなく、あくまでもコンサルの助言を受けて収

益的支出に計上していますが、他の市町村では資本的支出に計上しているよう

なケースがあるかもしれません。ただ、先程も申し上げましたとおり、今回は

収益的収支で整理をしました。 

 

松橋副委員長 企業会計に移行して初回の決算になりますか。 

 

平ノ内主査 初めての決算書になります。 

 

松橋副委員長 現場の方々の感覚として、企業会計に移行して今まで以上に実態を把握でき

るようになった実感はありますか。 

 

平ノ内主査 今のところ負担であるという感覚でしかございません。 

私どもは官庁会計に慣れているので、企業会計に慣れていけば、資料的には

資金の流れや投資しているものの消費の流れがしっかり出てくるので、企業会

計で良かったとなるかもしれませんが、現段階ではまだ 1期目ですので複雑さ

を感じるところであります。 

 

松橋副委員長 わかりました。ありがとうございました。 

 

齋藤委員 企業債の部分について、利率の決定はどのようにされるのか教えてくださ

い。 

 

平ノ内主査 借入のやり取りに関しては、現在、総務企画課が窓口で行っており、借入金

額と償還期間によって利率が決まるものということで確認しております。 

 

齋藤委員 その時期の長期金利ですとか金融状況とその借入金額の大きさによるリス

クと期限の長さを加味して決まるという理解でよろしいでしょうか。 

 

平ノ内主査 そのように理解しています。 

 

黒瀬委員 この他会計補助金の一般会計から入ってくる金額について、これについて本

来予算の話になると思われますが、この金額の根拠はどのような理屈になるの
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ですか。 

 

平ノ内主査 簡易水道に関しては、繰入金を計算するときに、令和 6年度に簡易水道で発

生する償還額の 2分の 1、償還利息の 2分の 1、その償還利息 2分の 1が収益

的収入で、元金の返済に係る 2分の 1は資本的収入に分類され、予算計上し、

決算に出てきているものです。 

 

黒瀬委員 わかりました。 

 

菅原(史)委員 企業債の明細書について、起債区分の名称がかわっただけという理解でよろ

しいですか。次に企業会計になったからといって補助率は今までと同じ考え方

でよろしいでしょうか。自治体の会計と企業会計が違っているからこそどうい

うふうになるのか疑問に思うところがあるので教えてください。 

 

平ノ内主査 1点目の種類、名称が変わった件に関しては、企業会計への準備期間として

3年間公営企業会計適用債を適用しております。この間に固定資産台帳の作成

ですとか企業会計システムの整備等を行っており、移行に伴い係る経費の財源

としてこの公営企業適用債を 3年間使っております。 

次に簡易水道事業債に関しては、あくまで建設改良水道工事に関わる建設改

良費に財源として適用しているものです。簡易水道事業債は企業会計への移行

の前後で利率が変わっているわけではなく、対象経費 100%に対して 55%交付税

算入という計算になっております。 

 

菅原(史)委員 要するに公営企業会計の準備期間の適用された企業債ということですが、こ

れに対しても補助率などが関係あるのでしょうか。 

 

平ノ内主査 後ほど調べて回答します。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、簡易水道事業会計についての質疑を終わります。 

次に、公共下水道事業会計について、当局の説明を求めます。 
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荒関主査 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 当局の説明が終わりましたので、質疑に入ります。ご質問ございますか。 

 

松橋副委員長 利益剰余金を未処分にするというご提案だったのですが、これはいつまで未

処分のままにしておけるのでしょうか。 

 

荒関主査 基本的に出た利益は、直近の決算議会で処分すべきと認識しております。現

在は指針がない状態ですが、しっかりとした根拠が今年度中できますので、来

年度にまとめてご提案する予定にしております。また、いつまで保有できるか

については、保有期間の決まりはないと思いますが、すぐ処分すべきと考えま

す。 

 

松橋副委員長 わかりました。まだルールが定まりきっていない部分も少しはあるというこ

とでしょうか。 

 

荒関主査 先程の簡易水道事業のアセットマネジメント事業委託も 3条、4条どちらに

振るのが適当かですが、結果どちらでも良く、村の考え方でどうするのかとい

うことが一番の肝になります。ですので、会計を運用していく中で、今後も課

題や判断に迷うことがあると思いますので、コンサルなどに意見を仰ぎつつ村

として都度考え方をまとめていきたいと思います。 

 

松橋副委員長 村の中で監査をし、議会で議決をしていくわけですけども、処理の仕方につ

いて、国などの上位機関から指摘されるような機会はあるのでしょうか。 

 

荒関主査 決算に関してはそのような機会があるとは聞いたことはありません。5月か

ら 6月の決算統計で厳密な調査を行い、その行程を経たものが決算書になりま

す。 

 

松橋副委員長 わかりました。 

 

菅原(史)委員 今回未処分の承認をもらうということですが、決算の承認だけではなく、こ

れもまた別々で承認をもらうのでしょうかということが 1点、次に今回未処分

のものを未処分のままにして、処分の使い道が決まった時点でその件もまた議

会の承認を求めるものなのか教えてください。 
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荒関主査 決算については、議案という形で上げております。中身としては、この利益

剰余金部分の決定については議案、認定として決算内容というような 2本立て

の議案になっております。 

もしこれが赤字決算であれば、決算の認定だけになるのですが、黒字が出た

分については、他の自治体と同じようにこのような形で議決をいただくことが

適当と考えます。 

 

菅原(史)委員 処分が決まったらどうするのですか。 

 

荒関主査 今回は持ち越しになるので、来年度の話で行きますと、329ページの利益剰

余金の数字に来年の未処分分が上乗せになった表になります。それをどうやっ

て振り分けるかというのをお示しする中身になると思います。 

 

菅原(史)委員 この処分は来年のこの時期に行うという理解でよろしいでしょうか。 

 

荒関主査 決算議会でいただくものになります。 

 

菅原(史)委員 貸借対照表について、今回が初めての決算なので期末の数値で出てきていま

すが、来年令和 7年度決算では期首と期末の両方が出てくる形になるのでしょ

うか。それとも期末だけになるのか教えてください。 

 

荒関主査 決算書として出る形は、事業をやった年度の賃借対照表になります。 

 

菅原(史)委員 要するに期末の賃借対照表が出てくるという理解でよろしいでしょうか。 

 

荒関主査 そのとおりになります。 

 

菅原(史)委員 今回の期末が来年の期首になるはずなので、それも参考に見れば良いという

理解でよろしいでしょうか。 

 

荒関主査 そのとおりになります。 

 

松橋副委員長 利益剰余金の処分について、今回は黒字のケースですが、来年もし赤字の場

合、損益は通算されるのでしょうか。それとも報告義務はなくなり議会で決し
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なくてもよくなるのでしょうか。 

 

荒関主査 内容ついて、コンサルに事例や意見を仰がなければならない形になると思い

ます。このご意見については考え方の整理をする時間をいただいて、来年度ま

でにまとめたいと思うのですが、例えば損益計算書などいったん議決を経たも

のはもう変えることはできません。ですので、来年度、例えば赤字になりまし

たが、まだ未処分の利益剰余があるので赤字だけど、処分が決まった剰余金の

表をお示しするものと考えます。 

 

松橋副委員長 利益剰余金の割振りの選択肢についてもう一度教えてください。 

 

荒関主査 大潟村で現在考えている大枠になりますが、一つは工事のための積立金、も

う一つは災害対策、もう一つは資本に吸収させる、そして最後に起債の前倒し

償還の 4つが選択肢として考えられます。 

 

松橋副委員長 貸借対照表とか損益計算書の数字なので、実際のこの剰余金とキャッシュの

額が一致するわけではなく、結局最後はキャッシュとしてどこかに出てくるの

ではと思うのですが、それをどこのカテゴリーの積立金に回すかということ

は、あらかじめ決めておかなければいけない内容になるのでしょうか。 

 

荒関主査 これをどこにも振らないとそれこそ未処分で持ち続けているということに

なります。企業会計になりまして、単式簿記には見えない先々のことを考えな

ければいけないという意識も出てきたところであります。 

そのような状況を見据えて今後の経営をしていきたいと思っております。 

 

松橋副委員長 今私が質問した内容は、工事や災害への積立だとしても最終的にはキャッシ

ュとしてどこかに出る中で、それをあらかじめ余剰金としてここに充てますと

いったことを決めておかなければいけないということが行政の会計のルール

ということで理解してよろしいでしょうか。 

 

荒関主査 おっしゃるとおりです。そのための根拠として、各種計画となります。 

 

松橋副委員長 わかりました。 

 

黒瀬委員 企業会計の資料の作り方について、主要な施策に掲載されていないと思いま
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すが、その意図や考え方を教えてください。 

 

荒関主査 決算書 331 ページからの事業報告書が主要な施策に相当する部分になりま

す。 

 

黒瀬委員 決算報告書の付随資料としてある事業報告書だと思うのですが、何かフォー

マットがあるものなのでしょうか。概要は分かりますが、何年か経っていくと、

特別会計の資料も経年の数字やグラフだとか色々出るような概要資料になり、

わかりやすいなと思うので、対前年の表もなども含めて、今後どちらに入って

も構わないのですが、資料の作り方を検討していただけるということでよろし

いでしょうか。 

 

薄井課長 主要な施策の資料には、グラフ等々掲載され、これまでの移り変わりなど非

常に分かりやすく概要がまとめられておりますので、企業会計についても他市

町村の先行例を参考にしながらわかりやすい事業報告書の作成を検討して参

ります。 

 

菅原(史)委員 確認になりますが、水道も同じなのですが、下水の 323 ページの決算報告書

で先程の説明で、上の方の収入もそうですが、支出も営業費用の中に内消費税

というふうになっていて、説明を聞くとこの下の段の営業外費用の方が、仮払

い消費税という説明で、これは備考と区分が違うのではないかと思うのです

が、収入の方も同じだと思うんです。 

営業外収益の方に仮払い消費税というのが払って、仮受消費税というのが来

るのではないかと水道の方も同じような感じで出ていますが、どちらでしょう

か。 

 

平ノ内主査 簡易水道で説明しますと、営業収益は、料金収入がこのほとんどになるので

すが、料金収入の中に消費税が含まれた形で徴収しています。それらを足した

ものが右側の備考で借受消費税および地方消費税、仮に受けている消費税とい

う形で営業収益の中で記載しています。 

費用については、営業費用でというのが上水で言えば原水浄水費ですとか、

配水給水費これらほぼすべてが消費税を含んだ状態で請求が来ますので、仮払

い消費税と表記して記載しています。 

 

菅原(史)委員 上水はわかりました。下水も同じ考え方でしょうか。 
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荒関主査 下水も同じです。 

 

菅原(史)委員 わかりました。 

 

大井委員 337 ページの投資に関して、株券が 10 万円あるということですが、その理

由を教えてください。 

 

荒関主査 株式会社ＯＮＥ・ＡＱＩＴＡという秋田県内の下水道に関する計画や各種積

算を行う県・市町村・民間が合同で立ち上げた会社があります。その株券につ

いては、51％を市町村で保有するということで、そのうちの 10 万円分が大潟

村の保有というものです。 

 

大井委員 村の負担が 10 万円ということで、それ以外の追加負担はないということで

しょうか。 

 

荒関主査 あくまで市町村と県が主導するための株券 51％の保有ですので、現時点で

は売却や増資などはされないものです。 

 

大井委員 もう一度社名を教えてください。 

 

荒関主査 株式会社ＯＮＥ・ＡＱＩＴＡです。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、公共下水道事業会計について質疑を終わります 

 

松雪委員長 ここで保留案件について当局より説明をお願いします。 

 

平ノ内主査 菅原史夫委員の質問に回答します。企業会計に関する事業債について、対象

経費の 50％が特別交付税措置されるという内容となっています。 

 

三浦主事 菅原アキ子委員の質問に回答します。負担金の対象地域は、男鹿市、潟上市、
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大潟村の 3市町村になります。また、男鹿地区消防一部事務組合の令和 6年度

負担金の総額は、14 億 1,180 万 5,000 円となっております。市町村ごとの内

訳ですが、男鹿市が 7 億 1,733 万 1,000 円、全体の負担割合は 50.8％で、潟

上市が 5億 5,495万 8,000円で負担割合は 39.3％、大潟村が 1億 3,951万 6,000

円で負担割合は 9.9％となっております。各市町村の負担金の算出方法につい

てですが、全体の市町村の負担金総額のうち、2割を平等割で、残りの 8割を

人口割で按分しております。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 以上で生活環境課部門についての質疑を終わります。 

 

松雪委員長 休憩します。（11:56） 

再開します。（11:59） 

 

松雪委員長 ここで、本日の審議を終了し、再開は、翌日 9月 16日の 9時 00分とします。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

（散会 11:59） 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
 【 農業委員会・産業振興課 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 16日（火） 8:59～15:25 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11名） 委 員 菅原 アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【特別職】 【監査委員】 【議会事務局】 

（12名） 副村長 小澤 菜穂子 代表監査委員 佐々木 秀樹 事務局長 近藤 綾子 

 【福祉保健課】 

 課 長 北嶋 学 主 事 佐藤 佑樹   

 【農業委員会】 

 事務局長 澤井 公子     

 【産業振興課】 

 課 長 伊東 寛 課長補佐 小林 豊 主 査 小形谷 範子 

 主 任 佐藤 真悟 主 事 小野 舜 主 事 土井 健太郎 

 

付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

議案第 50 号 令和 6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

 

発言者 発   言   要   旨 

 （開会 8:59） 

 

松雪委員長 それでは、昨日に引き続き「令和６年度大潟村決算特別委員会」を再開いたし

ます。 

まず、11 日に保留にしました福祉保健課部門の三村委員の質問についてよろ
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発言者 発   言   要   旨 

しくお願いします。 

 

佐藤(佑)主事 

 

回答を保留にしておりました後期高齢者医療の負担割合別の被保険者数につ

いてご回答いたします。令和 6年度末時点で 1割が 337 名、2割が 187名、3割

が 155名となっております。 

 

松雪委員長 これより農業委員会・産業振興課部門の審査を行います。農業委員会・産業

振興課部門の一般会計歳入部分について当局の説明を求めます。 

 

佐藤主任 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長 当局の説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

松橋副委員長  道の駅急速充電器電力電気料金補填金は、誰から村に払われていますか。 

 

小形谷主査  道の駅急速充電器の設置につきましては、日本充電インフラ株式会社という

会社で設置しておりまして、村は電気料金を負担していますが、その電力の従

量料金に相当する金額を、設置している日本充電インフラ株式会社から、村に

補填金として歳入に入ってくるといったような流れとなっております。 

 

松橋副委員長  基本的に使用量に関わらず、固定の金額が入ってくるのですか。 

 

小形谷主査  使用料に対して補填金が入ってくる形です。基本料金プラス使用料に対して

何 kwh までとなど計算方法は複雑ですが、基本料金プラス使用料に対して補填

金が払われているような形になっております。 

 

松橋副委員長  使用量に応じて補填金も増えていくとのことですが使用量は、増えているか

減っているか分かりますか。 

 

小形谷主査  年間の利用総時間で見ますと令和 6 年度は令和 5 年度に比べて少なくなって

います。 

 

松橋副委員長  比較できるのは、令和 5年以前の古いデータはありますか。 

 

小形谷主査  後ほど調べてお答えいたします。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

菅原(ア)委員  もし私の聞き違いでなければ、要望箱の設置っていうふうに理解したのです

がよろしいでしょうか。その場合の要望箱は、どこに設置されているのでしょ

うか。それと要望箱にもし投函されているとすれば内容はどのようなものでし

ょうか。 

 

小野主事  設置しているのは養蜂箱になります。設置場所につきましては、北 1丁目地内

と東 4丁目地内と西野地内の全部で 3ヶ所設置しております。 

 

菅原(ア)委員  要望箱って言うからには、投函されているかと思いましたが、養蜂箱ですね。 

 

松雪委員長  他に質問ありませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、一般会計歳入部分についての質疑を終わります。 

次に、一般会計歳出部分について当局の説明を求めます。 

 

澤井事務局長 

佐藤主任 

小野主事 

小形谷主査 

【資料に基づき説明】 

 

 

 

 

松雪委員長  当局の説明が終わりましたので、歳出部分について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 

菅原(ア)委員 起業支援事業ということで、8 月より何か試験的なことを行っているとの説

明がありましたが、該当は何件でしょうか。この起業に対しての補助について

詳しく教えていただけませんでしょうか。 

 

小形谷主査 村内在住の方が新たにカフェを併設した宿泊業を開業したいということで、

その方 1名に対して補助をしているものです。県の補助金を活用し、村の補助金

の要件としまして、県補助金の協調助成という形をとっております。その方が県

の補助金の採択を受けましたので、村でも審査を行い 186 万 2,500 円の協調助

成という形で補助金を支給しております。補助金交付者は 1件でございます。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

菅原(ア)委員 これからその宿泊についても徐々に行っていくのかなと思いますが、その辺

に関してはどうでしょうか。 

 

小形谷主査  この方に関しましては、宿泊できる部屋が 2部屋と、トレーラーハウスでの宿

泊という形をとっているところですけれども、伺ったお話ですと現在は、大々的

には宿泊を受け入れておらず、まずは試験的な運用を行っていると伺っている

ところです。これからいろいろな形で活用されていくのかなと思っているとこ

ろでございます。 

 

大井委員  アグリフロンティア育成研修費は、県の試験場に村の人が研修で参加してい

る事業かと認識していますが、近年何人ぐらい参加しているか教えてください。 

 

土井主事  秋田アグリフロンティア育成研修事業は、1年生 2年生とあって、今現在 2年

生が 1名県の農業試験場に研修に参加しております。 

 

大井委員  そうすると事業費の 90万は、1名分でしょうか。参加された方は、その後就

農されているのでしょうか。 

 

土井主事 令和 4年度・令和 5 年度も、研修事業に参加されている方がいまして、今年も

秋田アグリフロンティア育成研修事業の募集をホームページで行っており、要

望があれば、研修費を補助していきたいと思います。研修費は、1名に対して 90

万円の補助でございます。 

 

大井委員 先ほど聞きましたが修了された人は皆さん村に就農しているということでよ

ろしいでしょうか。 

 

土井主事  修了された方は、村で就農しております。 

 

黒瀬委員  桜と菜の花まつりの実行委員会補助金についてですが、基本的にはこの補助

金のみで、実行委員会の事業がされているという理解でよろしいでしょうか。 

 もう 1 点、ふるさと交流施設整備事業の工事請負の高圧ケーブル及び気中開

閉器更新工事は、補正されたものかと思いますが、村負担が 58.46%ということ

ですが、負担割合の根拠があれば教えていただければと思います。 
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発言者 発   言   要   旨 

小形谷主査  一つ目の桜と菜の花まつり推進事業の補助金 300万円についてですけれども、

こちらの実行委員会につきましては、補助金のみで行っているところです。企業

からの協賛金や負担金等はございません。 

 次にふるさと交流施設整備事業の高圧ケーブルおよび気中開閉器更新工事の

負担金についてですが、先ほども説明しましたが 58.46%が村負担ということ

で、こちらの根拠につきましては、今回の工事を実施したのは、ホテルとの合

築であることと、温泉、健康館の電気供給に関わっているものであることから

それぞれの施設の電気使用量による按分で負担割合を算出しています。 

 

黒瀬委員  桜と菜の花まつり実行委員会の補助金等が村の事業で、全額村の補助で実施

することは、構わないと思いますが、交通誘導等は、村が委託する形を取ってい

る理由があれば教えていただきたいのと、先ほどの高圧ケーブルの件に関して

は、理由はわかったのですけれども、村負担が半分超えている状況でもやはり工

事主体としては県になるということでよろしいのでしょうか。 

 

小形谷主査 交通誘導業務委託料については、桜と菜の花が開花した際の、桜・菜の花ロー

ドの交通誘導の業務委託ということで、村で実施しています。桜と菜の花まつり

会場の交通誘導も委託しておりますが、そちらについては、桜と菜の花まつり実

行委員会で委託しておりますので、そういった分け方を行っているということ

でご理解いただければと思います。 

次に高圧ケーブルの負担の考え方についてですが、確かに半分以上が村の負

担になりますが、今回の高圧ケーブルについては、県の財産のものになりますの

で、負担割合に応じてということではなく、財産が県であることから、県の発注

の工事になったということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

黒瀬委員 住区内等危険木伐採事業についてですが、令和 6年度は、どこをやられている

のかと、いつまでやるのか教えていただければと思います。 

 

小野主事 昨年度は西 3 丁目地内を実施しております。今年度につきましては、東 3 丁

目地内を予定しているところです。今後も必要に応じまして、住区長の方々は

じめ相談しながら対応していきたいと考えておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

齋藤委員  以前、新商品開発の事業があったと思うのですが、今回の決算にはのってこ

ないのでしょうか。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

小形谷主査  ものづくりチャレンジ支援事業については 3 月の段階で、申請者がいなかっ

たことから全額減額補正しておりますので、今回の決算には、出てきておりま

せん。 

 

菅原(ア)委員  住区内等危険木伐採事業についてですが、先ほどの説明ですと、住区からの

要望やその都度、協議しながら実施していくとのことですが、14日の朝、強風

だったせいか村民センターの北側の入口を朝通りましたら、大木が根っこから

倒れて入口を塞いでいました。これは通れないなと思って連絡しようと思って、

ちょっと後で見たら既に処理されていていましたが、これからこのような木の

伐採は、年次計画を立ててやるとかではなくて、実際そういう被害に遭ったと

き、都度行うということでしょうか。それに関連してですが、墓地公園の東側

は、綺麗に伐採されていますけれども、西側には何本か枯れた木があります。

もし倒れればお墓に被害があるのではないかと思いますが、危険木に関して、

村はどのように考えておられるのでしょうか。 

 

小野主事  住区内の危険木に関しましては先ほどもお話ししたとおり必要に応じて計画

的に実施していきたいと考えております。また危険木を処理する際には、枯れて

いるマツ、倒木の危険性が高いマツをまず優先的に処理をしたいと考えており

ます。緊急的な倒木に関しましては、防災林地内除伐等業務委託料で必要に応じ

て対応しております。また、墓地公園の西側につきましては、今年度事業の中で

処理を考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

菅原(ア)委員  この前確認したらずいぶん木が高く、倒れたら大変なことになるなと思いま

したが、今年度に処理するということをお聞きしましたのでよかったなと思い

ます。この業務委託料は、業者に委託されているという理解でよろしいでしょ

うか。また、これは毎年行っていることですか。 

 

小野主事  おっしゃるとおりでございます。 

 

大井委員  ハウス団地の A地区に枯れたマツ林が立っていて、14日の朝に木が倒れて道

路をふさいでいて、村民の方から連絡がありました。休日なのでとりあえず通

れるようにだけ寄せといたのですが、周辺を見たらいっぱい腐っていつ倒れて

もおかしくないような高い木がいっぱい立っていたのですが,倒木の確認は、村

民から連絡があって撤去しに行くのでしょうか。また、A 地区のハウス団地周
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発言者 発   言   要   旨 

辺の枯れ木の伐採は、今年度中に行う予定はあるのでしょうか。 

 

小野主事 強風があった際には担当で巡回をしているところですが、14 日に関しまして

は、巡回ができていなかった状況になりますので、課内で共有しながら、必要に

応じて倒木の適切な処理について実施していきたいと考えております。当該箇

所につきましては、必要に応じて伐採を行いますが、他の箇所についても、マツ

が枯れている箇所がありますので、交通量なども加味しながら、優先順位をつけ

て処理を行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

大井委員  今のところ予定は無いとのことですが、いつ倒れてもおかしくないような木

が 10本以上あるのではないかと思います。夜は人通りの少ないところでハウス

の近くなので、倒れてもハウスに渡ることはないと思われますし、道路を塞ぐ

くらいですが、危ないと思いますので、そういう部分は優先的にやってほしい

と思います。 

 

小野主事  まずは現場を確認させていただきまして必要に応じて対応させていきたいと

思いますのでお願いします。 

 

菅原(ア)委員  墓地公園のことについてですが、墓地公園の西側は、今年度処理をするとい

うことですが、西側を全部伐採すると計画されているのでしょうか。それとも

枯れている危険な木にのみになるのでしょうか。今村でどのように考えている

でしょうか。 

 

小野主事  今年度実施する事業につきましては、マツ林・ナラ林等景観向上業務委託に

おいて実施を考えております。こちらの事業につきましては、枯れマツの処理

になります。事業実施後に危険性の高い木があるようであれば、必要に応じて

対応したいと考えております。 

 

菅原(ア)委員  全部の伐採っていうことではないのですね。 

 

小野主事  枯れているマツのみの対応となっております。 

 

菅原(ア)委員  ちなみにですが、東側は全部伐採されましたが、あれはどのような意図で伐

採されたのでしょうか。 
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発言者 発   言   要   旨 

伊東課長  墓地公園の西側についてですが、こちらに関しては男鹿琴丘線のところのマ

ツもだいぶ枯れていますので、それとあわせまして今後発注を予定しています

ので近々実施されるかと思います。また、東側の方ですが、こちらも同じくマ

ツ林・ナラ林等景観向上業務委託で伐採したものですので、その当時枯れてい

るマツを全て伐採された形になっているかと思っております。 

 

菅原(ア)委員 非常に危険な高さになっていますので、もし倒れてくれば、お墓の被害はお

びただしい数になると思います。西側の方からの風が強いですので、危険な高

さにもなっていまして、急に倒れるということは、今までも総中内でもありま

したので、そういう被害にあって補償問題になれば大変だと思いますので、村

が管理している以上そういう不安のないような処理の仕方をお願いしたいと思

います。 

 

伊東課長  いずれ住区内の危険木に関しましても西 1 丁目から順番に年次計画で実施し

ておりますので、今年が東 3 丁目地内で翌年度は東 2 丁目地内を考えておりま

す。あくまでも人に危険が及ぶ、もしくは建物に及ぶ可能性が高いところをま

ず重点的に伐採するということでございます。それから先ほどの墓地公園の話

ですが、補助事業により実施するものですので、後々に検査を行った際に、健

全木を切っているような形跡が見られた場合に、補助対象となりませんので、

枯れている木は補助事業で、そうではない危険だと思われる木はまた別の事業

で発生するなどという形で対応しておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 

川渕委員  大潟村から船越まで、もみじの並木に 1 回補植をしましたが、そのうちの約

半分ぐらいは枯れています。これは、今後どのような対応を考えていますか。

地盤があそこ砂地であることから枯れていることかと思います。最初に植えた

木はもう既に 1 メーター50 約 2 メーター近くまで伸びているのが現状ですか

ら、再度補植をして、綺麗な道を造ってほしいと思いますが、いかがなもので

しょうか。 

 

小野主事  現状当該箇所に関する補植は検討しておりませんが、必要に応じて今後検討

していきたいと考えております。また、枯れている木も見られるということで、

今後補植する際には、適当な樹種を選定した上で実施したいと考えております。 

 

川渕委員  農業委員会費中の人件費は、農業委員会の会長、その他の報酬が記載されて
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発言者 発   言   要   旨 

いますが、農業委員会の会長は、最近非常に多忙かと思いますので、来年度以

降、月に 1万円、年間で 12万円ほどの増額をお願いしたいと思いますが、どの

ように考えていますか。 

 

澤井事務局長 村の会長、他委員の報酬につきましては県内及び周辺市町村の中でもですが、

村は高い方であります。 

公務が多忙であることは、十分理解していますが、県内の周辺の農業委員の

報酬との兼ね合いもありますので、検討はさせていただきますが、増額するの

は難しいかなと、農業委員会事務局としてはそのように考えております。 

 

川渕委員 今回 13名また新たに新任されましたので、その中で十分検討して、今の話は

ありましたけども、進めていただきたいと思います。 

 

菅原(史)委員 高収益作物生産促進事業で、年度末締めで不用額が毎年発生しているという

ことでいろいろ苦労をされているということは承知しています。そういう中で

資材や種苗費など、その辺に関しては年内にもう全て分かっているはずなので、

高収益作物については、各生産組合にほとんどの方が入ってらっしゃると思い

ますので、生産組合経由で複数回直々で具体的に申請の期日や、その申請の要

請などについて今年は、どのような感じでやられたのか教えてください。 

 

佐藤主任 こちらの事業の受付は、6 年度中に周知して農家の方々が窓口に来て、申請

していただくという方法で行っております。菅原委員おっしゃるように、生産

部会を通して期日を決めてというやり方で、3 月議会で不用額を減額するとい

うやり方もできなくはないのですが、申請を忘れていたとか、抜けていた、ま

た、忙しくて来れなかった方もいらっしゃいますので、都度の受け付けにせざ

るを得ないのかなと考えております。 

 

菅原(史)委員 今現在はそのような体制ですが、生産組合経由で情報をこまめに出して、 

情報提供と申請日の確認を行い、なるべく多くの方に活用してもらって、不用

額が限りなく少なくなれば、村民にとってもプラスに働くと思いますのでその

辺について来年度も考えていただければと思います。 

 

佐藤主任 各作物の生産班の方からも組合員の皆様にこちらの事業について紹介してい

ただくよう、当局としてもお願いしていたところでありました。生産組合の研

修会だったり、総会であったり、職員が参加できる範囲では参加しております。
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今後も役場として参加させていただいて、より一層周知、説明等行ってまいり

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

菅原(史)委員 役場の職員の方々が参加される機会はなかなかないかもしれませんので、農

協を通じて、申請の期日も含めて、補助金について周知したした方がいいと思

いますのでお願いします。 

続いて、確認ですが商工振興費で、中小企業振興資金事業がありますが, 

歳入の際に説明があったか忘れましたが、これは、中小企業法人に対する資金

の貸付を行う企業・団体に預託金として 1,000 万円出していますが、これは、

6 年度から利用している法人はいらっしゃるのか、どのくらいなのか教えてく

ださい。 

 

小形谷主査 大変申し訳ありません。歳入の説明の際に、関連する歳入予算の説明が抜け

ておりました。43 ページの 20 款諸収入 3 項 1 目の貸付金元利収入のうち備考

欄の 1 番下にあります中小企業振興資金預託金、元利収入 1,000 万 199 円こち

らが関連する歳入になります。菅原史夫委員おっしゃる通り、1,000 万円の預

託金に対して利率が 0.002%ということで 199円の利息をプラスして歳入に入っ

ているところでございます。 

質問についてですが、令和 6 年度に関しては新規で 1 件の方の貸付がござい

ました。 

 

菅原(史)委員 情報発信強化事業の遅延損害金 4,800 円について説明をお願いします。 

 

小形谷主査 こちらにつきましては、流用で対応させていただいていたところでございま

す。5 年度の情報発信強化事業において、フォトコンテストを行っております

が、そちらに付随する事業として、広告配信業務委託料がございました。その

委託料が未払いであることが、6 年度中に発覚しまして早急に支払う必要がご

ざいました。こちらについては、同じ事業の過年度広告配信業務委託料として

30万 8,000円をお支払いしていますが、遅延利息が発生したため 4,800円の遅

延損害金を支払いしているところです。なお、未払いの経緯につきましては、

全員協議会等でご説明させていただいた内容のとおりでございます。 

 

菅原(史)委員 このようなことないようにチェック体制も含めてやっていただければと思い

ます。次に観光費の流用について説明をお願いします。 
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小形谷主査 こちら 1 つ目 10 節から 13 節への流用ということで 6 万 3,000 円ございま

す。こちらの流用の理由でございますけれども、秋田ふるさと手作り CM大賞の

CM の作成に当たりまして撮影機材が必要となったため流用したものでござい

ます。製作者や CMの内容によっては、必要となる機材や消耗品が異なるため、

今回消耗品でしか当初予算で組んでいなかったので流用させていただきまして

機材をレンタルして対応したということで、6 万 3,000 円の流用となっており

ます。次の 12節から 21節への流用の 5,000 円というのが先ほどご説明しまし

た延滞損害金に係るものということで 4,800 円の支払いでありましたけれど

も、千円単位での流用になりますので、5,000 円の流用対応をしているもので

す。 

 

菅原(史)委員 いずれにしろちょっと細かくて申し訳ないのですが、流用については、一言

説明をいただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。節

内流用は問題ありませんが、今後説明をよろしくお願いします。 

 

松本委員 農業委員会費内の県農業会議負担金は、1 円単位までの細かい金額までなっ

ているのは、面積や農業者数など何かの割合で、毎年この金額ぐらいだと思い

ますが、どのように算出されているのですか。 

 

澤井事務局長 県農業会議負担金につきましては、農地面積や農家戸数で県内の各市町村の

負担金が決められていまして、ここ最近は同額ですが、円単位までの理由は、

総額を円単位まで按分して算出しているものだと思います。 

 

松本委員 林業費についてなんですけども昨年は 9,800 万ぐらいで今年度の予算では、

2,000 万円以上ちょっと 2,500 万円ほど落ちていますが、今後枯れマツを処分

するのに何年ぐらいかかって総額どれぐらいかかるのでしょうか。また、何割

ぐらい処分済で何割ぐらい処分しなきゃいけないか教えてください。 

 

小野主事 具体的な数量、金額等というもの現段階では把握できてないところではあり

ますけれども、8 年度の県への要望額としては 6,000 万円程度になります。実

施箇所につきましては、男鹿琴丘線の北側の一部区間と北の橋から大川道村線

の区間の東側に枯れマツが非常にありまして 8 年度要望でそちらの箇所を要望

しているところです。 

要望としましては、先ほどお話したとおり 6,000 万円ということで要望して

いますけれども、この事業に関しましては森林税を活用して県の補助 100%で実
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施しているところです。現在県では、クマ対策として、雑木が茂っているとこ

ろなどをまず優先的に補助金を交付しているところですので、なかなか村の事

業に関しての事業の決定額が少なくなっているところです。実際、6 年度事業

につきましては 6,000 万円程度で、今年度は県からの補助金が 1,000 万円とい

うことでかなり減っているところでありますので、このような傾向を見ますと

なかなか事業の方はスムーズにいかないのではないかなと考えております。今

年度の事業費ベースでいきますと単純計算ですけども、補助事業のみで実施し

た場合、6年ぐらいかかるのではないかなと考えているところです。 

 

松本委員 県なり国の補助の金額によって、そこら辺が流動するということですね。危

険箇所を把握して、危ないところは優先的にやっていただいていると思います

けれども、村単独ではなかなかできない事業ですし、国・県との補助の額によ

ってやれる範囲が決まってくるとなかなか先も見通せないということですの

で、その間にまた被害がどんどん進んでいくと思うのでよく注意してどこを優

先的にやっていくかっていうところでうまく予算を使っていきながらやってい

ただければと思います。 

 

黒瀬委員 農業振興費の中の認定農業者協議会事業の活動の補助金についてですけれど

も、こちら実際の活動の内容等、協議会だけではなく、各認定協の活動等もし

くは活動への参加人数とわかれば教えていただければと思います。 

 

小野主事 各協議会における人数に関する資料が手元にございませんので後ほど調べて

ご回答させていただきます。 

 

黒瀬委員 各認定農業者協議会の人数だけでなくてこの補助金を活用して行った事業内

容と、参加者等もわかればと思いますのでよろしくお願いします。 

 

小野主事 併せて後ほど調べた上で回答させていただきます。 

 

三村委員 情報発信強化事業の説明で台湾に対応しているというお話でしたけれどこれ

はどういう効果を狙っていたのかっていうところと効果がどのような効果だっ

たのかっていうところなのですが、ルーラルの計画では、宿泊に関しては、ほ

ぼ計画に近い形だったかと思うのですけれど、モーレンに関しては、計画の 50%

も達成できていない状況だったと思うのですが、台湾の観光客に対しての観光

事業としての効果というのはどのように考えているのでしょうか。 
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小形谷主査 台湾チャーター便での出迎えで配布しているという説明をさせていただきま

したが、インバウンドに対しての政策はなかなか具体的には行われていないと

ころです。まだ県と各市町村と一緒になって、県内の情報を発信するというこ

とにとどまっているのでそれを配ったから来てくれたといったような目に見え

るような形での効果は正直表れていないところです。ホテルでもアウトバウン

ド・インバウンドを強化していくということで、経営改善計画で謳っておりま

すが、人員的な不足により、なかなか積極的に行えなかったと伺っているとこ

ろでございます。急に台湾からのインバウンドに繋がるということはありませ

んが、教育委員会においても、台湾との交流事業等がございますし、まずは様々

な形で PRをしていければと考えているところです。 

 

大井委員 多面的機能支払交付金について内容を教えていただきたいです。 

 

佐藤主任 本体交付金の内訳ということでよろしいですか。 

 

大井委員 はい。 

 

佐藤主任 こちらの交付金ですけども、農地水の組織に全額助成しておりまして、農地

水の組織で活動しております。農地に面した箇所の草刈りや草刈りに合わせて

雑木の処理、あとは砂利敷の共同活動に関する助成、文化の伝承ということで

技術の指導、あとは外来種であるブラックバスを回収して魚粉肥料を製造して

います。今思いつく範囲では、こういった内容になっております。 

 

大井委員 草刈りや砂利敷きとかそういう部分はあったかなと思いますが、一番大きな

割合を占めているのは何になりますか。 

 

佐藤主任 事業費に占める一番割合が大きいのは、農地周辺の草刈り、堤防下農地の伐

採等に使われております。 

 

大井委員 土地改良区を通して支払われたり、直接役場で実施する事業など混乱してい

る部分あるので説明をお願いします。 

 

佐藤主任 こちらの発注等につきましては役場ではなくて農地水の組織で行っておりま

すので、農地水の組織に交付金として約 1 億 9,000 万円を活動費として支払い
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し、その中で農地水の組織が受注者とやり取りを行っておりますので、村は関

与してない状況です。 

 

大井委員 内容については土地改良区で把握しているということだと思いますが、この

事業というのはいつまで続くといったことは把握されているのでしょうか。 

 

佐藤主任 こちら国庫補助に村と県も協調助成を行っておりますので、国の制度がある

限りは続いていくものと思います。終了年度がいつになるかというのは今のと

ころは特に情報入ってきておりません。 

 

松雪委員長 他に質疑ございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので、農業委員会・産業振興課部門の一般会計歳出部分につい

ての質疑を終わります。 

 以上で、農業委員会・産業振興課部門の質疑を終了します。 

 

松雪委員長 休憩します。（10:31） 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
【 教育委員会 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 16日（火） 10:45 ～ 12:03 

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（ 1 1 名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【議会事務局】  

（10名） 事務局長 近藤 綾子     

 【教育委員会】     

 教育長 三浦 智 教育次長 宮田 雅人 主席次長補佐 後藤 克司 

 主 査 菅原 美子 主 査 佐藤 純子 主 任 薄田 穣 

 主 任 高橋 真也 主 事 竹田 美輝 主 事 加茂谷美裕 

       

 

付 託 事 件 

議案第 48号 令和6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49号 令和6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定につ

いて 

議案第 50号 令和6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

 

発言者 発   言   要   旨 

松雪委員長  再開します（10：45） 

 

松雪委員長  それでは教育委員会の一般会計歳入部分について、当局の説明を求めます。 

 

佐藤主査 【資料に基づき説明】 

 

松雪委員長  ただいま、当局より説明のありましたことについて、質疑及び意見を求めま
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す。質疑ございませんか。 

 

三村委員 25 ページの保健体育使用料のうちテニスコート使用料についてですが、村

外の利用者が令和 6年は 1,737人で令和 5年が利用者 316人です。使用料は令

和 5年度が 85,700円なのに対し、令和 6年度が 56,000円となっております。

村外の利用者が大幅に増えているのに、使用料の収入の方が減っているのはど

のような理由でしょうか。 

 

菅原主査 テニスコートの村外の利用者は確かに増えてございます。近年、村民と村外

の方の合同チームが増えている傾向があります。現行の運用ではチームの方の

半数以上が村民の場合は無料という扱いをしております。そういった事で村外

利用者が増えても、使用料が増えていない要因となっております。 

 

三村委員 村外の方との合同チームであっても、半数以上が村民の場合は無料という扱

いをしているとの事ですが、今後もこの運用は続けていくのですか。 

 

菅原主査 はい。当面はこの運用を続け、体育館の増改築が完了した時点で料金の見直

しも含め検討したいと考えております。 

 

黒瀬委員 23ページの学校給食費のうちの教育費負担金の中ですが、3名の方は村外か

ら通学しており、それぞれの自治体が給食費を負担しているという事でしょう

か。 

 

佐藤主査 3名の方については、男鹿市に住まれている方と、潟上市に住まれている方

がおります。男鹿市に住まれてる方は一旦払っていただいて、男鹿市から支払

っていただくという形をとっております。潟上市は市の負担がありませんの

で、その方は実費で払っていただいているという形になります。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので一般会計の歳入部分についての質疑を終わります。次に一

般会計の歳出部分について当局の説明を求めます。 
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佐藤主査 

菅原主査 

高橋主任 

薄田主任 

竹田主事 

 

【資料に基づき説明】 

松雪委員長 ただいま、当局より説明のありましたことについて、質疑及び意見を求めま

す。質疑ございませんか。 

 

松本委員 151 ページの英語教育推進事業について、ALT の方がいらっしゃいますが、

近年は毎年のように変わられていると思います。過去には、コロナ禍もあって

長い期間、勤務されていた経緯があります。その際は子どもも ALTの方と密に

コミュニケーションを取る事が出来て英語教育の向上に繋がったと思ってお

ります。ALTを募集する段階で複数年という条件を付けるのは、なかなか厳し

いと思いますが、ある程度の年数勤務していただいた方が子供たちもコミュニ

ケーションも取りやすく、英語教育は生きると思いますが、教育委員会として

は単年度より複数年の方が望ましいという考えでしょうか。それとも仮に単年

であってもしょうがないという考えでしょうか。 

 

後藤主席次長

補佐 

募集の段階で複数年を条件に加えるのは難しい状況となっております。前回

複数年勤務した方については、その方自身が複数年勤務する事を希望したとい

う背景があります。教育委員会としては複数年勤務していただけたら幸いで

す。また、仮に単年であっても中学校に限らず小学校やこども園とも交流をし

たりと濃密な活動をしていただきたいと考えております。 

 

菅原(史)委員 153ページの大潟村奨学金貸与事業について、事業利用者は何名ですか。 

 

薄田主任 はい。本事業の利用者ですが 3名となっております。 

 

菅原(史)委員 令和 6年度に限らず、事業利用者は何名となっていますか。 

 

薄田主任 令和 6年度決算の対象者としては 3名となっており、令和 6年度に申請をし

令和 7年度から事業対象となった方を合わせますと 8名となっております。 

 

菅原(史)委員 歳入の質問で申し訳ありませんが、25 ページの体育館使用料に滞納繰越と
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発言者 発   言   要   旨 

ありますが、どのような状況だったのでしょうか。 

 

菅原主査 体育館使用料の滞納繰越についてですが、村外の方が２月に体育館を利用

し、翌月に納付書を発送しましたが、期日までに入金が確認されなかったため、

その後督促をしましたが、出納閉鎖期間までに入金がなかったというもので

す。 

 

菅原(史)委員 なぜ、使用料の滞納という事案が起きたと考えていますか。 

 

菅原主査 体育館使用料ですが、使用後に納付書による後払清算となっております。今

回の場合は 2月の使用であり、その場合の納付書送付は 3月とタイムラグが生

じております。その後に使用者が支払いを失念していたという事も重なり、出

納整理期間内に納付されなかったというものです。 

 

菅原(史)委員 滞納繰越の対象件数は 1 件ということですが、19,400 円という金額が高額

のように思えますが、どうでしょうか。 

 

菅原主査 対象案件はバスケットコート 2面分を丸 1日貸切ったものです。また、2月

ということで暖房を使用したことから、このような利用料金となりました。 

 

工藤委員 177ページの生涯スポーツ活動推進事業について、この事業は村民や村内ス

ポーツ団体が東北大会や全国大会に出場した際の派遣費補助事業でしょうか。 

 

菅原主査 そのとおりです。 

 

工藤委員 この事業は、同じ方や団体が 2年連続で利用することが出来ないと把握して

おりますが、そうでしょうか。また、それは何か取り決めのようなものがある

のでしょうか。 

 

菅原主査 生涯スポーツ活動推進事業については、要綱を定めたうえで運用しておりま

す。その中で、一般の部については、2年連続での交付は対象外とし、中学生

や高校生といった学生は連続であっても対象とすると定めております。 

 

工藤委員 補助対象者が、同じ競技で違う大会に出場した場合であっても対象とならな

いということでしょうか。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

菅原主査 これまでそのような事案が発生しておりませんでしたので、今後はそのよう

なケースも念頭において整理いたします。 

 

黒瀬委員 歳出の様々な目に記載されているコピー機の流用ですが、詳しく説明をお願

いします。 

 

薄田主任 コピー機のアカデミックプランというものでございますけれども、定額料金

を払うことによって、カラーコピーであっても白黒コピーと金額差が無く、使

用できる契約となっております。予算流用についてですが、昨年度からこのよ

うな契約を初めて締結したということもあり、我々も予算査定の中で正確な予

算を把握出来ずに不足額が生じて、予算流用したというものでございます。料

金体系につきましては当然ですね通常の契約よりは高い契約内容になってお

りますが、先ほど申しあげました通り、カラーコピーを多く使うようであれば、

最終的には割安感があるというもので、昨年度 1年間利用しまして学校、公民

館共に全戸配布の通知や会議資料にも遠慮なくカラーコピーを使用出来るこ

とから大変満足しており、住民や会議出席者の評判も良いと感じております。

我々としては費用対効果を十分得られている事から今後も、継続的にアカデミ

ックプランでの契約を締結したいと考えております。 

 

黒瀬委員 10節の需用費からの流用となっておりますが、何か理由がありますか。 

 

宮田教育次長 流用時点において最も不用額が生じる可能性がある節から流用したという

ものであって何か特別な理由がある訳ではございません。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 ないようですので教育委員会の一般会計の歳出部分についての質疑を終わ

ります。 

 

松雪委員長  休憩します（12：03） 
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令和 7 年第 5 回（9月）大潟村議会定例会 

令和 6 年度大潟村決算特別委員会 会議記録 
【 総括審議 】 

 

招集年月日 令和 7年 9月 9日（火） 

招 集 場 所 役場 2階 「第一会議室・特別会議室」 

開 会 日 時 令和 7年 9月 16日（火）  13:30～14:41    

出 席 委 員 委員長 松雪 照美 副委員長 松橋 拓郎 委 員 松本 正明 

（11 名） 委 員 菅原アキ子 委 員 川渕 文雄 委 員 黒瀬 友基 

 委 員 菅原 史夫 委 員 齋藤 牧人 委 員 三村 敏子 

 委 員 大井 圭吾 委 員 工藤 勝 オブザーバー 丹野 敏彦 

欠 席 委 員       

（0名）       

出席職員 【特別職】   

（28 名） 村 長 髙橋 浩人 副村長 小澤菜穂子 教育長 三浦 智 

 【監査委員】 【議会事務局】 

 代表監査委員 佐々木秀樹 事務局長 近藤 綾子   

 【総務企画課】     

 課 長 石川 歳男 課長補佐 遠藤 有子 主 査 庄司都志哉 

 主 査 畠山 友伴     

 【税務会計課】     

 課 長 近藤 比成 主 査  宮田 文美 主 査 石川 猛 

 【福祉保健課】     

 課 長 北嶋  学 課長補佐 進藤 智哉 主 事 安田 麻鈴 

 【生活環境課】     

 課 長 薄井 伯征 主 査 荒関 智彦 主 査 平ノ内 亮 

 主 査 佐藤 洋平     

 【農業委員会】     

 事務局長 澤井 公子     

 【産業振興課】     

 課 長 伊東  寛 課長補佐 小林 豊 主 査 小形谷範子 

 主 任 佐藤 真悟 主 事 小野 舜   

 【教育委員会】     

 教育次長 宮田 雅人 主席次長補佐 後藤 克司 主 任 薄田 穣 
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付 託 事 件 

議案第 48 号 令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について 

議案第 49 号 令和 6年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算認定に

ついて 

議案第 50 号 令和 6年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決算認定

について 

 

発言者 発   言   要   旨 

松雪委員長 

 

再開します。（13:30） 

松雪委員長 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 

当特別委員会に付託のありました議案第 48 号から議案第 50 号までについ

て総括質問に入りますが、その前にこれまでの審議の中で説明を保留にしてい

た項目について、当局の説明があればお願いいたします。 

 

小形谷主査 

 

農業委員会産業振興課部門において保留にしておりました質疑意見につい

て、お答えいたします。道の駅急速充電器の年間の利用時間についてですが、 

令和 2年 3月から令和 3年 2月までが 11,330分 

その翌年、令和 3年 3月から令和 4年 2月までが 12,515分 

その翌年、令和 4年 3月から令和 5年 2月までが 17,038分 

その翌年、令和 5年 3月から令和 6年 2月までが 12,905分 

ということで、その年度ごとにおいては、分析の方は行っておりませんが、

多少の増減があるということでご理解いただければと思います。 

 

小野主事 

 

黒瀬委員の質問にありました各認定協の活動内容と参加人数について報告

させていただきます。 

まず活動内容につきましては、各協議会ともに研修を行っております。主な

研修先としましては、農機メーカーや種苗交換会へ行っております。 

各協議会の参加人数ですが、第 1が 6名、第 2が 15名、第 3が 9名、第 4が

10名、第 5が 10名、第 6が 8名、第 7が 8名となっております。 

また第 2認定協におきましては、ほ場巡回による勉強会を行っておりまして、

こちらは 20名が参加しております。 

また第 6認定協におきましては技術検討会を行っておりまして、こちらに 11

名が参加している状況となっております。 

 

黒瀬委員 

 

連絡協議会から各認定協への補助は一律でしたでしょうか。そこがわかれば

教えていただければと思います。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

小野主事 

 

一律で第 1から第 7まで 22万 5,000円交付しております。 

黒瀬委員 

 

これまでも言っていますが、活動の人数だとか、どうしても違ってきていま

すので、そのあたりを今後検討いただければなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

小野主事 

 

ご指摘のとおり、各協議会において人数のばらつきがありますので、今後検

討してまいります。 

 

松雪委員長 

 

次に議案第 48号、49号、50号の総括質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

黒瀬委員 歳入の財産貸付について、建物に関して物価上昇の中、維持費も高騰してき

ているので、他の自治体の例も参考にしながら財産評価に応じた設定から見直

ししていただきたいです。その上で産業振興の観点から減免が必要であればそ

こは規定を設けて減免するなど検討してほしいと思います。 

 

石川課長 現状は公有財産台帳価格に一定の率を乗じて出していますが、大規模な修

繕あるいは改修等が行われた場合には適正な価格を反映させるなど、他の自

治体の例も参考にしながら、適正な価格を検討してまいりたいと思います。 

財産貸付等、新たな産業振興策という面から、減免についても並行して考

える必要があろうかと思いますので、あわせて検討させていただきたいと思

います。 

 

齋藤委員 

 

有害鳥獣駆除事業について質問がございます。 

箱わなの購入費補助金という形で 27,700 円と上がっておりますが、大型のク

マとか猪等も最近村内に出てくることもありますし、その場合おそらく箱わな

等を仕掛けて、まずは捉えることを試みるというのがあるかと思いますが、補

助金と書いてあるのでこれは村が箱わなの購入の費用に補助金を出している

のか、とすれば残りの部分は猟友会等が支払っているという認識でしょうか。 

 

小野主事 

 

こちらは箱わなを設置する個人の方に対して補助を行っているものになっ

ておりまして、箱わなの購入費の税抜きの 2分の 1を補助しております。また、

上限額は 7,000円となっております。 
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発言者 発   言   要   旨 

 

齋藤委員 

 

箱わなは大型のものを捉えるものかと思っていましたが、大型のクマとか猪

を取るような箱わなは結構高いと思います。10万円ぐらいするようなものかと

思っていましたので、補助額が小さいと感じます。村もいくつか箱わなを仕掛

けていると認識していますが、それについての補助もやはり、個人の方が大半

を出して半分、上限の 7,000円分だけを補助しているという形でしょうか。 

 

小野主事 

 

個人の方に対しての補助になります。こちらの箱わなに関しましては、村や

県が許可した、小型鳥獣、ハクビシンなどに対する箱わなの設置に係る費用を

補助しているものとなります。 

 

菅原(史)委員 村長にお聞きしたいのですが、予算時に 8つの重点施策ということで、60

周年を契機にした村づくり計画、農業振興対策、子育て支援教育の充実、地

域福祉の充実、健康づくりの推進、脱炭素施策の推進、移住定住の促進、生

活インフラの整備ということで、この 8項目を重点施策として予算を組み、

その結果が今回の決算ということですが、この重点施策の評価についてお聞

かせ願いたいと思います。 

 

髙橋村長 予算では大きな 8項目を掲げ、具体的な施策を進めてきたところです。 

特に昨年は 60周年という節目の年であり、特に入植者世代が集まる機会に

なり、多くの方が参加してくれて非常によかったと思っています。昨年は第 3

期村づくり計画の策定開始年度にあたり、それに合わせて今後どのような村

づくりにするかというワークショップやアンケート調査などを行い、今後の

村づくりについて検討を進めることができました。 

また、農業やインフラ整備、福祉については新しいことはありませんでし

たが、 予定していた事業をほぼ進めることができ、よかったと思っていま

す。 

教育においては体育館の基本設計を終えることができました。村民の意見

もある程度反映させながら、物価高の中で新たに建てるということではな

く、増改築を行い、長く使ってもらうための方向付けもできてよかったと思

っております。 

そういったことからすると予算段階で提示したものはほぼ執行できたと思

っておりますが、いろいろ監査で指摘を受けたものもありますので、点数で

いくと 80点と思っております。 
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発言者 発   言   要   旨 

菅原(史)委員 予算執行の観点からみるといいとは思います。 

将来のことを考えると人口減少への取り組みについてどう向かうのか単語

は入っていませんが、やはり重要な話だと思いますのでぜひ検討をお願いし

たいです。農業振興についても、農業の村として米価に引きずられるのは仕

方ないとはいえ、将来についてどう進めるのか示してほしいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

髙橋村長 人口減少対策としては定住化が非常に重要なことと考え、新たな分譲地を

造成し、先日も、第 1回目の公募があり約半分の入居予定者が決まりまし

た。予想以上にニーズがあり、定住化に繋がり良かったと思っております。

残り半分が決まった後はどうするか、前もって検討が必要と感じています。 

少子化についても国も様々な事業を具体的に示していますので、村でも特

徴ある子育て支援策を示していかないといけない時代だと考えていますの

で、来年度予算に反映させたいと思っております。 

農業振興については令和 9年度からの新たな方向を国で整理しているよう

です。いつまでもこの米価が続く保証はないので、産地として広く認知され

付加価値の付く産地づくりが大事だと思います。国の政策もみながらしっか

り取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

菅原(史)委員 地域福祉の向上ということでいろいろな施策をやっていかなければならな

い反面、国営事業のことも考えていかなければならないと思います。あと

17,8年で償還がはじまるというなかで、今年度で 1億 8,000万円くらいの剰

余金の状況で将来の償還に係る財政的な懸念について考えを伺いたいです。 

 

髙橋村長 村は財政指標の数値は悪くありませんが、事業が終了してからの償還という

ことで、基金を積むだけではなく国債により、定期預金よりも良い利回りでの

運用を実施しています。今後、決算の状況によっては、基金の積み増しなど考

えていきたいと思っております。 

 

松本委員 令和 6年度の国保の事業のことについてお聞きします。 

県の方の激変緩和というか、令和 5 年度は基金を取り崩して何とか行った

ところを、令和 6年度は納付金が減った分約 3,600 万積み立てたと思います。

米価が上がってきて農家収入が上がってということで、国保の上限も、またさ

らに上がってということで、昨年度は米価が若干上がって、今年度は今の米価

が 3万円を超えてくるとなると、相当収入が上がり、国保に加入している方で
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発言者 発   言   要   旨 

国保税の上限に行く人の割合が恐らくどんどん増えていくと思います。そうす

ると、納付金の金額次第かもしれませんが、上限に張り付く人が多くなれば、

中間所得の人の納付金額が上がってくるのではないかと若干危惧はしており

ます。 

令和 15年に、県で統一した保険料になるというところで、まだ 7年 8 年ぐ

らいありますけれども、国保の運営に関しては常々伝えていたことで県の方も

激変緩和の部分で補填してくれた状態になりましたけども、米価の高騰で農家

収入が上がって、国保の上限も上がってとなると、逆に国保運営のこの納付金

自体、上がるか下がるかっていうところは分かりませんが今の状態の米価だと

したら、今までは約 4割が上限だと言っていましたが、更に増えるのでしょう

か。これによって、納付金自体は変わらなくても、中間の人が納めなければい

けない国保料金というのが上がってくるのか、見解を教えてもらいたいです。

今年は 3,600 万積み立てしましたけども、農家収入が上がって国保のところ

が 104 万円あたりのところで上限に張り付くと、納付金額が多くきてもそれ

以上払えませんから、中間の人がそれを補わないといけないということが想定

されますが、この辺の見解というか、どうなっていくのか、国保の運営という

のを米価の上がり下がりで不安定な状態になっているとこなのかなと思いま

すが、その点について教えてください。 

 

北嶋課長 従前より県の方針をお話しておりますが、米価とか所得の上昇とか、そうい

った形になったとしても、令和 6 年度に策定された秋田県の国保の運営方針

の中では、納付金への関係もありますが、一定の水準を超えた市町村に対して

は、激変緩和分の交付金が交付されるということになっております。上限にい

く人が増えるのではないかというお話なのですが、令和 7年度において、所得

割等の税率を下げている状況にはなっております。6月議会の中で承認されて

おりますが、調整をしても上限となる世帯はあるわけなので、なるべく中間層

にも配慮した税額の設定を心がけていきたいと考えております。 

 

髙橋村長 県の激変緩和措置は令和 12 年まで続くということで、県と合意しています。

その間例えば、今回の村の米価が上がったことで農家所得が増えるというとき

に、国保税収としては相対的に増えるので、それが上がったにしても、県はず

っと激変緩和を続けてくれることは合意のもとです。ですから、単年度で多く

税収が増えれば、その分は基金として国保の積み増しをすることにしていま

す。 

先ほど北嶋課長が言ったように、今年度の予算においてもですが、農家収入
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の増が見込まれましたので、将来的な全県統一を見据えてそれぞれの税率の緩

和できる部分を緩和しました。ただあまり極端に緩和しすぎると反動がきます

ので、ほぼ限界なのかなと考えています。決して所得が多い人が増えてその分

が中間層に影響ということはありませんので、少し今年度は緩和したというこ

とです。来年度再度精査して、いくらかでも緩和できるのはしながらも、ただ

それが将来の統一の支障になるようなことがあれば元も子もないので、そうで

はない形でやっていくというのと、資金が多く残るのであれば、基金に積み増

しして今後に備えるようにしていくということで進めることにしています。 

 

松本委員 令和 15 年に県統一するというとこは変わりないですか。早まるとか遅くな

るとかということは変わりないですか。 

 

北嶋課長 現在のところは、最終年度は令和 15 年ということにはなっております。た

だ諸々の状況によりまして、早まる可能性もあるかもしれませんが、今のとこ

ろは令和 6年度に策定された運営方針でいくというふうには聞いております。 

 

松本委員 村長の答弁にあったように、県で統一したときと村との差が極端に違わない

ということは、ある程度長期的に考えてそこに向けてやっていかなければなら

ないということですが、この間、大潟村の中で農家収入は、米価の乱高下が 2、

3年は上がったり下がったりというところで、非常に読みづらいところがある

と思います。今は令和 7年ですから、あと 8年間、少なくとも 5年ぐらい前か

らは県統一に向けて、ある程度想定しながら、県に合わせていくのか、村に合

わせてもらうのか精査しながら、国保を運営し、その間今回みたいに 3,600万

の積立金、今まで 1億以上ありましたので、それに戻すことも必要ですが、う

まく考えていかなければ、急な激変ということになると、やはり住民も混乱す

ると思いますので、長期的にやっていただければと思います。 

 

髙橋村長 おっしゃるとおりで、将来統一することはもう決まっていますので、その統

一に向けて今から準備できるものは準備しながら、しっかり調整して対応して

いきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

松本委員 

 

午前中の産業のところでも林業のお話で質問させてもらったのですけれど

も、松枯れ等がひどくてこれの処理に時間がかかっているところであります。 

県・国の補助金によって処理のスピードが全然変わってくるので、一概にあ

と何年ぐらいかかるのかと言っても、5～6年かそれぐらいかそれは予算次第な

- 95 -



 

発言者 発   言   要   旨 

のでわかりませんという話なのですけど、やはり目に見えて松枯れの木がある

のがわかっていますし、最近でも強風で木が倒れることがあると思います。 

村単独でやれるところは限界があると思いますし、国・県の補助金によって

そのスピードも違うと思います。ただ、計画としては立てていると思いますけ

ど優先順位をつけないといけないところは午前中に答弁いただいたのですが、

県の予算と国の予算、村が出せる予算があると思いますが、どんどん進行し枯

れていくところがありますし、最近の気象においては倒木で毎年のよう木が倒

れてきているとこありますし、交通の障害になるようなところはしっかりと計

画を立てて、国・県の予算が少なくても優先順位をつけて行っていくべきだと

思います。今年計画を立てたとしても、被害が進んでいたとしたら、見極めて

いかないと、想定しているよりも早く被害が出るとか、毎年、木を注視して見

ていかないといけないと思いますし、午前中に聞いたのは、クマの被害が出て

いるので、その隠れ家になるような木の伐採を県が進めているため、予算が減

っていると聞きましたが、優先順位を毎年変えつつ、被害を受けた木の処理に

関して計画をしっかり立てていっていただきたいなと思います。 

 

髙橋村長 

 

6 年度の決算に比べると今年度は県からの補助金が 5 分の 1 に減らされて、

非常に厳しい状況です。 

そういったこともあり、県にも要望書を提出して来年度予算を増やしていた

だくようにしているところですが、委員のおっしゃったようなことを県から言

われています。県には令和 5 年、6 年度に近づけていただくように今後もお願

いをしていきます。 

ただ、危険な箇所というのは予算の有る無し、県の補助金が有る無しではな

く、村単独でもやらざるを得ないので、危険な箇所を特定しながら優先順位を

つけて、対応していきたいと思っております。 

今年度も村単独で予算をつけて対応をしていますので、引き続き県の補助の

金額を見ながらも、それを超える場合でも、村単独で危険な箇所については対

応していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

菅原(ア)委員 

 

午前中に質問させていただいたのですけれども、14日の朝に村民センターの

北側入口の、いつも車の出入りする、人が歩くところの横に大木が根こそぎ倒

れていまして、ちょうど連休中でしたのでびっくりしました。 

前の日強風でやられたと思うのですが、連休でしたので、会議もなく、車の

出入りもなくて本当によかったなと思っておりますけれども、それに関して優

先順位ももちろんあります。 
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住宅内の総中内とか住区の要望が色々ありますけれども、墓地公園に関して

も、以前から村民よりの要望があり、墓地公園の東側は全部伐採して安全な状

況なのですが、西側の枯れ木は長さがあるので、倒れてきた場合、墓地になっ

ていますので、相当な被害になると思います。そのときに自然災害だから仕方

ないではなくて、予防するのが予算措置をする村の責任でもあると思いますの

で、そういう村民の不安を解消するような措置をぜひお願いしたいと思いま

す。 

それで令和 7年度にそういう計画をされているということを担当の方からお

っしゃっていただきましたので、ちょっとほっとしていますが、こういう倒木

というのは計画が無いときに急に起こるのが常でして、村民の不安をぜひ解消

に向けて、県や国の予算や補助がなくても、先ほど村長がおっしゃるように、

村としても単独でもやらざるを得ない状況であるということを聞いて本当に

ほっとしておりますが、村民の不安を解消するような対応策をぜひお願いした

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

髙橋村長 

 

村民センターの倒木は自分も見てびっくりしました。 

枯れている木というのは、いつ倒れるかというのはわからないところもある

ので、本当に委員のおっしゃるように特に枯れてる木については優先順位をつ

けてしっかり危険な箇所を排除するように引き続き取り組んでいきたいと思

いますし、そういう情報があればぜひ村の方にも届けてもらえば対応もしたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

黒瀬委員 自然エネルギー100%の村づくり推進事業ですが、地域活性化企業人負担金の

支出がありますが、どういった企業から人材派遣していただき、どういった事

業を担当していただいた方になりますでしょうか。 

 

佐藤主査 令和 6年度の地域活性化企業人につきましては、シン・エナジー株式会社か

ら来ていただいた方の分となります。主に脱炭素事業としてオーリス関連の業

務に従事いただいておりました。 

 

黒瀬委員 この地域活性化企業人の件ですけれども、先日、別の会議で村長の方からも

説明がありましたが、本来は来ていただいて村の事業の方を行う方だと思うの

ですけれども、派遣元企業が受注した案件の受注側としての動きもされていた

というようなお話しをしていたかと思います。例えば、特定の事業のプロポー

ザルであったり、入札の事務が行われている中で、村や国のお金で来ている方
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がその事業を企業側のスタンスで担うというのは、公平性に問題があるのでは

ないかなと思うのですけど、その点どのようにお考えでしょうか。 

 

髙橋村長 業務を行う上で、仕様の決定や入札などの事務に関わる部分では、直接本人

が関わることはないように取り組んできたところです。 

 

黒瀬委員 関わることはないとおっしゃいますけれども、会社自体も小さく、村として

も事業に関わる人が限られる中で、非常に疑念を持たれる可能性はあるのでは

ないかなと思います。地域活性化企業人に関しては、国の事業として、そうい

った知見を持った方が各地域に来ていただいて活躍していただくという事業

の意義はわかるのですが、これだけいろいろなところで人が足りないと言われ

てる中で、企業が地域に来る理由がその地域貢献といった純粋な会社もあるの

でしょうけれど、やはりそこから何らかの関係性を持ちたいとか、その事業に

関連するようなところで地域に入っていきたいっていう目的もなくはないと

思います。 

ですので、村として、外部からどう見られるかという部分をシビアに見て、

すべてが善意だけではないという可能性も考えながらやっていかないと疑念

を持たれるのではないかと思うのですがその点いかがでしょうか。 

  

髙橋村長 村としては地域熱供給であったり太陽光であったり、専門的な知識を有する

人材を求めていたということがあり、そういう意味ではお互い一致して村に来

ていただいた経緯があります。ただ、黒瀬議員おっしゃるような側面もありま

すので、今後において地域活性化企業人として村で採用する場合はそういった

点も配慮していきたいと思います。 

 

黒瀬委員 分かりました、よろしくお願いします。 

もう一点、自然エネルギー100%村づくり推進事業で、株式会社オーリスの事

業を見ると、当初の熱供給のプロポーザルに関しても、今、説明した通りにシ

ン・エナジー株式会社と特定非営利法人環境エネルギー政策研究所の共同体と

いうことで、その地域活性化企業人として来ていたところが、事業をやること

になっており、かつ、株式会社オーリスの株主でもあるというような状況もあ

ります。その後の太陽光発電の実施設計においても、シン・エナジー株式会社

が同じく受注し、その後のオンサイトの太陽光発電事業の 1 期目 2 期目に関

しても、株式会社オーリスに出資している関連会社が受注しているということ

で、入札はしているのでその会社の企業努力になろうかと思いますが、疑念を
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持たれる可能性が高いため、例えばスケジュール的にも他の事業者が十分に検

討できる余地のあるような形で事業計画を進めていっていただかないといけ

ないと思うのですが、その点どのようにお考えでしょうか。 

 

髙橋村長 熱事業についてはプロポーザルという形で公募し、そのプロポーザルに応じ

たのはシン・エナジー株式会社と特定非営利法人環境エネルギー政策研究所の

共同体 1社しかなかったということであります。 

一方、太陽光においては、設計の入札についてシン・エナジー株式会社が落

札して設計を進めました。その後、工事の入札は複数の事業者が応札したと記

憶しています。またその他の太陽光の設計については、既に終わった部分は、

シン・エナジー株式会社が請け負いましたが、これからの分についても、その

都度入札の執行を適正に行いますのでどうかよろしくお願いします。 

 

黒瀬委員 太陽光の実績に関しては、シン・エナジー株式会社含めて数社の入札という

ことだったのですけれども、直接そこに関わっているかどうか分かりません

が、先ほどの地域活性化企業人として、その人がその事業者側をやっていたと

すると、そこの人件費が浮いてきたりすると思います。その部分の入札などの

公平性はやっぱり指摘される部分かと思いますので、その部分はしっかりやっ

ていただきたいと思います。 

あと、太陽光発電で確かに 2社入札にはなっております。ただ、ここに関わ

ってない太陽光発電の事業者に聞くと、その入札が出て半年足らずの納期で、

果たして本当にパネルが調達できるだろうかという懸念を皆さん抱かれてい

ました。そういった部分は、やはりこれを聞いたところで業者がきちんと企業

努力していただいたって話になるのでしょうけれど、業界内で疑念を持たれ

る、不信感を持たれるという状況はあまり良くないと思いますので、さらに公

平性や透明性が出るような事業のやり方、入札事務をしていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

髙橋村長 その時々で調達しづらい資材があり、ルーラルのときは蓄電池が一番難しい

状況でした。パネルについては、それほど難しいということではなかったと思

いますし、また今は変圧器の調達が難しいといった状況です。落札した業者の

そういった努力もあるかと思いますが、その都度いろんな状況がめまぐるしく

変化している中、そういった点では落札した事業者がよく頑張ってきてくれた

なとも思っております。 
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菅原(史)委員 ふるさと納税について、村に住んでいる人が他の自治体にふるさと納税する

と当然税の減収になってくると思うのですが、その傾向などについて把握し、

いろいろと検討しているのか教えてください。 

 

松雪委員長 休憩します。(14：25) 

再開します。(14：28) 

 

石川課長  令和 6年度のふるさと納税の決算額は 1億 3,000 万円ほどございます。 

 一方、流出についてですが、令和 5 年度でみますと 200 万円ほどでして、

2023 年の大潟村の流出額は 265 万円、2024 年の流出額は 531 万円と出ていま

す。 

これでいきますと村の流出額は寄附額に比べるとそれほど大きくないと思い

ます。 

 

菅原(史)委員  確かにふるさと納税のこちらにいただく額と流出する額を比較すると低い

ですが、増えているということは気になります。そのあたり、頭の片隅に入れ

ておく必要があると思いますので、よろしくお願いします。 

 

石川課長 流出額については、税務会計課に確認し、令和5年度200万ほどというの

は、確認しておりましたが、令和6年度の500万円ほどは把握しておりません

でした。2020年から3，4年は200万円ほどでしたが、昨年度少し大きくなって

きているということがありますので、寄附をいただくこととともになるべく

村民の方が村に税金を納めていただけるような充実した施策の実施に努めて

いきたいと思います。 

 

大井委員 今回、決算委員会をやってみて、新しい技術が入ってくると単純に仕事が楽

になるというわけではなく、技術を覚えるためのスキルを得るために研修等を

重ねる必要があるわけで、これからは男性の職員も安心して育休を取れる職場

環境を考えていかなければならない中で、職員の人数の不足を改革していかな

ければならないと思いますが、村長のお考えをお聞かせください。 

 

髙橋村長 一般質問でもあったように、産休育休や、病気で長期離脱することや若い

職員の退職などの傾向もあり、以前と働き方の考えが社会全体で変わってき

ていると思います。 
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そうした中で、家庭に関わる休暇は後押ししてやることが大事だと思いま

すので、しっかり取らせるようにしたいです。若い人が少し余裕を持って研

修ができたり、村の業務を覚えたりする期間を設けるとなると、現状ではき

ついので定数を増やして見直しする必要があると感じているところです。 

全体の定員管理計画を立てて議会にも相談しながら見直ししたいです。 

職員の定年延長もあり、長く働くことのバランスも勘案しながら進めてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

大井委員 人を増やすのは必然かと思いますが、村内の雇用と村外からの通勤どちら

も大事だし、魅力ある職場というものを発信していかなくてはいけないと思

います。 

 

髙橋村長 魅力ある働きがいのある職場づくりというのは大事だと思いますし、若者

がそもそも受験してくれないということもあるので、役場で働いてみたいと

思う状況づくりが大事だと思います。 

 

松雪委員長 他にございませんか。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 

 

ないようですので質疑を終結し、討論を行います。 

原案に反対の方の発言を許します。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 

 

原案に賛成の方の発言を許します。 

 

 【なしの声】 

 

松雪委員長 

 

ないようですので、討論を終結し、採決いたします。採決は挙手によって行

います。 

議案第 48号「令和 6年度大潟村歳入歳出決算認定について」、認定すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 
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松雪委員長 

 

全会一致であります。 

 よって、議案第 48号は全会一致をもって、認定すべきものと決しました。 

 

松雪委員長 次に議案第 49 号「令和 6 年度大潟村簡易水道事業会計の利益処分及び決算

認定について」、可決及び認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

松雪委員長 全会一致であります。 

よって、議案第 49 号は、全会一致をもって可決及び認定すべきものと決し

ました。 

 

松雪委員長 次に議案第 50 号「令和 6 年度大潟村公共下水道事業会計の利益処分及び決

算認定について」、可決及び認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

松雪委員長 全会一致であります。 

よって、議案第 50 号は、全会一致をもって可決及び認定すべきものと決し

ました。 

 

松雪委員長 

 

以上で、当委員会に付託のありました案件はすべて終了しました。 

これをもちまして、令和 6年度大潟村決算特別委員会を閉会いたします。 

 

 （閉会 14:41） 
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 【 署   名   欄 】 

松 雪 照 美 
委 員 長  （ 委 員 長 ）   

松 橋 拓 郎 
副 委 員 長  （副委員長）   

松 本 正 明 
委 員  （ 委 員 ）   

菅原アキ子 
委 員  （ 委 員 ）   

川 渕 文 雄 
委 員  （ 委 員 ）   

黒 瀬 友 基 
委 員  （ 委 員 ）   

菅 原 史 夫 
委 員  （ 委 員 ）   

齋 藤 牧 人 
委 員  （ 委 員 ）   

三 村 敏 子 
委 員  （ 委 員 ）   

大 井 圭 吾 
委 員  （ 委 員 ）   

工 藤  勝 
委 員  （ 委 員 ）   

     

     

 

- 103 -


	1特別委員会記録070909(総務部門)
	2特別委員会記録070911(総務部門) 
	3特別委員会記録070911(福祉保健課一般会計)
	4特別委員会記録070911(福祉保健課特別会計)
	5特別委員会記録070912(生活環境課)
	6特別委員会記録070916(農委・産業部門)
	7特別委員会記録070916(教育委員会)
	8特別委員会記録070916(総括)  
	特別委員会記録　　   (まとめ）署名部分のみ



